
輸出貿易管理令の運用について 

 

輸出注意事項６２第１１号・６２貿局第３２２号（S62.11.6） 

最終改正：輸出注意事項2025第27号（R7.11.14公布、R8.2.14施行） 

 

 

 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）及びこれに基づく命令の運用を次のように定め、昭

和６２年１１月１０日から実施する。 

 なお、本件の実施に伴い、昭和３６年３月２８日付輸出注意事項３６第３０号（輸出貿易管理令の

運用について）は、昭和６２年１１月９日限り、廃止する。 

（注１）この通達の主な関係法令は、次のとおりである。 

外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号。以下「外為法」という。） 

輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。） 

輸入貿易管理令（昭和２４年政令第４１４号。以下「輸入令」という。） 

外国為替令（昭和５５年政令第２６０号。以下「外為令」という。） 

輸出貿易管理規則（昭和２４年通商産業省令第６４号。以下「輸出規則」という。） 

輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成３

年通商産業省令第４９号。以下「貨物等省令」という。） 

輸出貿易管理令別表第２の３の規定に基づき貨物を定める省令（令和四年三月十八日経済産業省

令第１５号。以下「別表第２の３貨物省令」という。） 

仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平

成18年経済産業省令第１０２号。以下「仮陸揚げ貨物核兵器等開発省令」という。） 

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成13年経済

産業省令第２４９号。以下「核兵器等開発等省令」という。） 

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規

定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究（平成１３年

経済産業省告示第７６１号。） 

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除

く。）の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成２０年経済

産業省令第５７号。以下「通常兵器開発等省令」という。） 

輸出貿易管理令別表第３の３の規定により経済産業大臣が定める貨物（平成１３年経済産業省告

示第７５８号。以下「告示で定める貨物」という。） 

輸出貿易管理令別表第２及び別表第７の規定に基づき貨物を定める省令（平成４年通商産業省令

第３８号。以下「貨物省令」という。） 

輸出貿易管理令別表第２の４４の項の規定に基づき経済産業大臣が指定する原産地を誤認させる

べき貨物（平成２８年経済産業省告示第５６号。以下「経済産業大臣が指定する原産地を誤認させ

るべき貨物告示」という。） 

経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入す

べきものとして無償で輸出する貨物（平成１２年通商産業省告示第７４２号・第７４６号） 

関税法（昭和２９年法律第６１号） 

関税定率法（明治４３年法律第５４号） 

（注２）この通達の１から１３までの項の番号は、輸出令の条項の番号と一致している。 

（例） １ 第１条 



 １－１ 第１条第１項 

 ２－１－１ 第２条第１項第一号 

 １２－０－１ 第１２条第一号 

 

０ 輸出貿易管理の対象 

０－１ 輸出の貨物の範囲 

 輸出令における「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動

産をいう。（外為法第６条第１項第十五号参照） 

（注１）「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材

料とする物をいう。（外為法第６条第１項第十号参照） 

また「金を主たる材料とする物」とは、金地金を使用する物品であって、その含有する

金の重量、又は価格が当該物品の重量又はＦＯＢ価格の２分の１以上のものをいう。（金箔、

金粉又は金液を使用した通常の屏風、陶磁器等は、金を主たる材料とする物としては取り扱

わない。） 

（注２）貴金属、支払手段、証券又はその他債権を化体する証書の輸出については、輸出令の対

象とはならず、外為法第１９条及び外為令第８条の規定の対象となる。 

０－２ 輸出の時点 

 輸出の時点は、以下に掲げる場合を除き、貨物を本邦から外国へ向けて送付するために船舶又

は航空機に積み込んだ時とする。 

（イ）船舶又は航空機の輸出の場合は、船舶又は航空機を本邦において引き渡した時とし、外国

において引き渡すため回航されるものについては、当該回航のため、はじめて、本邦を出発

する時とする。ただし、本邦を出港した船舶であって、出港後に成立した輸出契約に基づき

外国において引き渡すこととなった場合（いわゆる「洋上売船｣）にあっては当該船舶を外国

で引き渡した時とする。 

（ロ）本邦の領海又は公海で採捕した水産物等を直接輸出する場合（いわゆる「洋上輸出｣）は、

当該貨物を外国に向けて輸送を開始した時（外国に向けて航行する船舶に積み替えられたも

のについては積み替えた時）とする。 

 

１ 輸出の許可 

１－０ 根拠 

輸出令第１条は、外為法第４８条第１項及び第２項に基づく規定である。 

１－１ 輸出の許可 

（１）輸出許可事務の取扱い 

 外為法第４８条第１項及び輸出令第１条第３項の規定による経済産業大臣の輸出許可（輸出許

可証の訂正、変更、分割及び再交付を含む。）は、別表第１に定める事務取扱区分により、本省

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課（以下「安全保障貿易審査課」という。）又

は経済産業局（経済産業省設置法（平成１１年法律第９９号）第１０条でいう経済産業局（通商

事務所を含む。）をいう。以下同じ。）又は沖縄総合事務局（内閣府設置法（平成１１年法律第

８９号）第４３条でいう沖縄総合事務局をいう。以下同じ。）の商品輸出担当課が行う。ただし、

輸出令第１２条の規定により税関長に許可の権限が委任されているときは、税関が行う。 

（２）輸出許可申請 

（イ）輸出許可の申請者は、輸出しようとする者本人が原則である。ただし、輸出しようとする

者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理者が輸出許可の申請をすること



ができる。 

（注）輸出しようとする者は、およそ貨物の輸出を行おうとする者であり、居住者であるか非居

住者であるかを問わない。また、その輸出貨物について所有権を有する者である必要はない

が、自己の判断において輸出しようとする者であることを要する。 

本邦以外の地域を仕向地としている貨物で仮に陸揚げしたものを輸出する場合は、「輸

出しようとする者」は、仮に陸揚げした貨物を輸出するための手段となる船舶又は航空機を

運営する者とする。したがって、船会社や航空会社がこれに該当するが、これが本邦におい

て主体的に運営するものとならない場合には、これに代わり船舶代理店又は船舶オペレータ

ー等であって当該輸出手段を実質的に運営する者がこれに該当する。 

（ロ）輸出許可の申請は、輸出規則第１条第１項第一号に規定している輸出許可申請書による。 

なお、輸出許可と併せて輸出令第２条第１項の承認を必要とする場合の申請にあっては、

輸出規則第１条第１項第三号に規定している輸出許可・承認申請書により行うものとする。 

提出部数は、２通とする。 

（ハ）輸出許可申請書の添付書類は、次のとおりとする。 

（ａ）申請理由書 １通 

申請理由書の記載事項（用紙の大きさは、Ａ列４番のこと） 

１ チェックリスト受理番号 

２ 貨物名（商品名、型番及び等級） 

３ 該当項目（当該貨物が該当する輸出令別表第１の項の番号及び中欄の括弧の番号並

びに省令の条項号等番号） 

４ その他（例えば、無為替輸出の場合の経緯や積み戻しの有無の説明等） 

（注１）申請理由書の提出は、別表第３に定めるところにより行うものとする。 

（注２）「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及

び注意事項等について」（平成２４年４月２日付け輸出注意事項２４第１８号。

以下「提出書類通達」という。）又は「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完

的輸出規制に関する輸出手続等について」（平成２４年４月２日付け輸出注意事

項２４第２４号）において、輸出許可・役務（プログラム）取引許可申請内容明

細書を求めている場合は、当該書面をもって申請理由書とする。ただし、輸出許

可証又は輸出許可・承認証の訂正、変更、分割及び再交付をする場合を除く。 

（注３）チェックリスト受理番号は、輸出しようとする者が、輸出管理内部規程の届出

等について（平成１７・０２・２３貿局第６号・輸出注意事項１７第９号）の規

定に基づく輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票が発行されている場合

にのみ記載する。 

（ｂ）契約書の写し １通 

（許可申請のみの場合には、取引の内容を確認することができる書類をもって契約書

に代えることができる。（例えば：注文書等）） 

（注）契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を

盛り込んだものであること。 

（ｃ）その他の提出書類は、別に定めるところによる。 

（ｄ）（ｂ）の書類の原本の提出を求められた場合には、当該原本を提出するものとする。

この場合、当該原本については、内容確認の後、申請者に返却する。 

（ニ）輸出許可申請書の記載要領については、別表第３に定めるところによる。 

（ホ）その他、経済産業大臣が必要に応じて上記（ロ）及び（ハ）以外の書類の提出を求める場

合には、これを提出することとする。 

（３）輸出許可証の訂正、変更、分割及び再交付 



（イ）輸出許可証の訂正又は変更については、別表第４に定めるところにより行うことができる。 

（ロ）輸出許可証の分割については、別表第５に定めるところにより行うことができる。 

（ハ）輸出許可証の再交付については、別表第６に定めるところにより行うことができる。 

（４）輸出許可の適用除外 

次に掲げる場合は、輸出の許可を必要としない。 

（イ）輸出令第４条第１項各号又は第２項各号（第２項は、輸出令別表第３に掲げる地域を仕向

地として輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合に限る。）

の規定に該当するとき。 

（ロ）輸出令第１３条の規定に基づき、経済産業大臣が貨物を輸出しようとするとき。 

（ハ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域

並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例

に関する政令（昭和２７年政令第１２７号）第１０条の規定に該当するとき。 

（ニ）日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例

に関する政令（昭和２９年政令第１２９号）第３条の規定に該当するとき。 

（５）総価額の取扱い 

輸出令第４条第１項に規定している「総価額」は次により取り扱う。 

（イ）価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。 

（ロ）価額の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸

出貨物代金（輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額（当該輸出者が当該債権の

総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、

検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額（その金額が妥当なものに限る。）を差し引い

て受領する場合は、当該金額を差し引いた残額））をいう。 

（注）① 「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸

出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある

場合（いわゆるシングル・トランザクションの場合）における当該手数料に限るも

のとする。 

② 「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とす

る。 

イ 仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の１

０％以内の金額である場合 

ロ 仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸

出貨物代金の５％以内の金額である場合 

ハ 金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲であ

る場合 

（６）総価額への換算 

外国通貨又は電子決済手段等若しくはこれら以外のその他の財産的価値（動産及び不動産

を含む。以下「その他の財産的価値」という。）をもつて決済される場合の当該外国通貨又

は電子決済手段等若しくはその他の財産的価値と円との換算は、別に定める換算率による。

（以下この通達において総価額算定の場合における換算は、この換算率による。） 

輸出令第４条第１項に規定している外国通貨の総価額の換算については、契約締結日の属

する期間の換算率により行い、電子決済手段等又はその他の財産的価値の総価額の換算につ

いては、別に定める換算率による。 

（７）輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 

（イ）輸出令別表第１の解釈 

輸出令別表第１の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。なお、輸出令別表第１中、



次の表の「輸出令別表第１の項」の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第１

（これに基づく貨物等省令を含む）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は、「解釈」の欄に

掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれていると

きは、当該「輸出令別表第１中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるも

のを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとする。 

ただし、輸出令別表第１の１から１５までの項の中欄に掲げる貨物であっても、他の貨

物の部分をなしているもの（ただし、輸出令別表第１の８の項に掲げる貨物であって、貨物

等省令第７条において「他の装置に内蔵されたもの」とされている場合を除く。）であって、

当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるも

のは、以下の場合を除き、輸出令別表第１の１から１５までの項の中欄に掲げる貨物のいず

れにも該当しないものとして扱う。 

① 輸出令別表第１の１の項（３）若しくは（１３）に掲げる貨物、又は、２の項（３）に

掲げる貨物であって貨物等省令第１条第三号に該当するもの若しくは４の項（６）に掲

げる貨物であって貨物等省令第３条第七号に該当するものが、当該他の貨物に混合され

ている場合 

② ①以外の貨物であって、当該貨物が当該他の貨物に混合されていてその主要な要素とな

っており、当該他の貨物がその状態で当該貨物の用途に用いることができる場合 

（注１）他の貨物の部分をなしているとは、ある特定の他の貨物の機能の一部を担っており、

かつ、当該他の貨物に正当に組み込まれ又は混合された状態をいう。この場合であっ

て、出荷に際し、輸送上の理由等により暫時分離するものについては、他の貨物の部

分をなしているものと判断される。また、他の貨物が機能するために全く必要のない

ものや、通常の出荷時とは異なる過剰なスペックのものを取り付ける等、正当に組み

込まれ又は混合されたものでない場合においては、他の貨物の部分をなしているもの

と判断されない。 

（注２）他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、量、価額などを考慮して判

断するものとする。組み込まれ又は混合されている貨物の価額（輸出令別表第１にお

ける項の番号の下の括弧レベル毎に貨物を分類し、組込先又は混合先の他の貨物の中

に同一の分類となる複数の貨物が含まれる場合には、それらを合計する）が組込先又

は混合先の他の貨物の価額の１０％を超えない場合、組み込まれ又は混合されている

貨物は組込先又は混合先の他の貨物の主要な要素となっていないと判断される。価額

は、初期製造時の市場価格を元に判断することを基本とする。 

（注３）電子部品にあっては、半田付けの状態にある場合には、他の貨物と分離しがたいと

判断される。 

輸 出 令 

別 表 第 １ 

の 項 

輸出令別表第１ 

中 解 釈 を 

要 す る 語 

 

解    釈 

（略） 

※別掲： 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/26fy/kamotsu-kaishaku.pdf 参照 

 

（ロ）輸出許可 

（ａ）輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可は、次の輸出許可基準により

行う。 



１ 貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か 

２ 申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か 

３ 貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確

からしいか否か 

４ 貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か 

（ｂ）輸出に係る取引の形態等により、（ａ）の輸出許可基準の一部を適用せず、又は外為

法第６７条第１項の規定に基づき、据付確認報告、積み戻しその他必要な条件を付して

輸出許可することがある。 

（ｃ）輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令第２条第１項第二号イ

からハまで又は第三号イからタまでのいずれかに該当する貨物の輸出であって、別表第

１の別紙に定める「い地域①」、「は地域①」及び「は地域②」以外の地域を仕向地と

するものについては、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する

条約の規定により、輸出の許可を行わない。 

（ｄ）貨物等省令第２条第１項第三号イからホまでのいずれかに該当する貨物の輸出であっ

て、別表第１の別紙に定める「い地域①」、「は地域①」又は「は地域②」を仕向地と

するものについては、当該輸出の５０日前までに経済産業省に許可申請を行うことを必

要とする。 

（ｅ）包括輸出許可に係る輸出許可基準は、別に定めるところによる。 

（８）輸出令別表該当非該当の判定 

税関は輸出されようとする貨物が輸出令別１貨物に該当するか否かについて疑義を生じた

場合には経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課又は輸出令別２貨物

に該当するか否かについて疑義を生じた場合には経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部

貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室に当該貨物の該当非該当について判定

を依頼することができる。 

税関は経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課又は貿易審査課、農

水産室若しくは野生動植物貿易審査室からの判定結果の通知によって該当非該当の確認を行

うものとする。 

（９）上記（２）及び（３）の規定にかかわらず、令和４年７月１日以降は、「電子情報処理組織

を使用して行う特定手続等の運用について」（平成１２年３月３１日付け平成１２・０３・１

７貿局第４号・輸出注意事項１２第１５号・輸入注意事項１２第８号）に定めるところにより、

電子情報処理組織を使用して行う特定手続等（以下「電子申請」という。）により行わなけれ

ばならない（電子申請に対応していない手続を除く。）。ただし、電気通信回線の故障、災害

その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると安全保障貿易審査課が認

める場合は、この限りでない。 

  

２ 輸出の承認 

２－０ 根拠 

輸出令第２条は、外為法第４８条第３項に基づく規定である。 

２－１ 輸出の承認 

（１） 輸出承認事務の取扱い 

輸出令第２条第１項の規定による経済産業大臣の輸出承認（輸出承認証の訂正、変更、分

割及び再交付を含む。）は、別表第２に定める事務取扱区分により、本省貿易経済安全保障

局貿易管理部貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室（以下「貿易審査課、農

水産室若しくは野生動植物貿易審査室」という。）、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品



輸出担当課が行う。ただし、輸出令第１２条の規定により税関長に承認の権限が委任されて

いるときは、税関が行う。 

（２）輸出承認申請 

（イ）輸出承認の申請者は、輸出しようとする者本人が原則である。ただし、輸出しようとする

者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理者が輸出承認の申請をすること

ができる。 

（ロ）輸出承認の申請は、輸出規則第１条第１項第二号に規定している輸出承認申請書による。 

なお、輸出承認と併せて外為法第４８条第１項又は輸出令第１条第３項の許可を必要と

する場合の申請にあっては、これらを輸出規則第１条第１項第三号に規定している輸出許

可・承認申請書により行うものとする。 

提出部数は２通、その他別に定める品目別輸出承認基準等による場合はその通数とする。 

（ハ）輸出令別表第２の１の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認申請は、上記（ロ）によるほか輸

出規則第１条第３項に定める輸出確認書２通を提出しなければならない。 

（ニ）輸出承認申請書の添付書類は、次のとおりとする。ただし、別に定める品目別輸出承認基

準等による場合は、その基準等に定めるところによる。 

（ａ）申請理由書 １通 

申請理由書の記載事項（用紙の大きさは、Ａ列４番のこと） 

１ 買主名及び住所 

２ 貨物名（商品名、型番及び等級） 

３ 数量及び金額 

４ 該当項目（当該貨物が該当する輸出令別表第２の項の番号及び中欄の括弧の番号並

びに省令の条項号等番号） 

５ その他（例えば、無為替輸出の場合の経緯や積み戻しの有無の説明等） 

（ｂ）契約書の写し １通（取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代え

ることができる。） 

（ホ）輸出承認申請者の記載要領については、別表第３に定めるところによる。 

（３）輸出承認証の訂正、変更、分割及び再交付 

（イ）輸出承認証の訂正又は変更については、別表第４に定めるところにより行うことができる。 

（ロ）輸出承認証の分割については、別表第５に定めるところにより行うことができる。 

（ハ）輸出承認証の再交付については、別表第６に定めるところにより行うことができる。 

（４）輸出確認書（キンバリー・プロセス証明書）の再交付については、別表第７に定めるとこ

ろにより行うことができる 

（５）輸出承認の適用除外 

次に掲げる場合には、輸出の承認を必要としない。 

（イ）輸出令第２条の規定に該当する場合において、輸出令第４条第３項各号の規定に該当する

とき。 

（ロ）輸出令第２条第１項第一号の規定に該当する場合において、輸出令第４条第４項の貨物を

輸出しようとするとき。 

（ハ）輸出令第２条第１項第二号の規定に該当する場合において、輸出令第４条第５項の貨物を

輸出しようとするとき 

（ニ）輸出令第１３条の規定に基づき、経済産業大臣が貨物を輸出しようとするとき。 

（ホ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域

並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例

に関する政令（昭和２７年政令第１２７号）第１０条の規定に該当するとき。 

（へ）日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例



に関する政令（昭和２９年政令第１２９号）第３条の規定に該当するとき。 

（６）総価額の取扱い 

輸出令第４条第３項から第５項までに規定している「総価額」は１－１の（５）に準じて

取り扱う。 

（７）総価額への換算 

１－１の（６）に準じて取り扱う。 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 

（１） 北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出については、（２）から（４）までの規定にかかわらず、

原則として輸出の承認を行わない。 

（１の２）次に掲げる輸出については、（２）から（４）までの規定にかかわらず、原則として

輸出の承認を行わない。 

（イ） ベラルーシを仕向地とする貨物（輸出令別表第２の３（第一号及び第二号（１）から

（３１）までに掲げるものに限る。））の輸出 

（ロ） ロシアを仕向地とする貨物（輸出令別表第２の３第一号から第二号の二までに掲げるも

のに限る。）の輸出 

（ハ） ウクライナ（ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める

区域に限る。）を仕向地とする貨物の輸出 

（ニ） ベラルーシを仕向地とする貨物の輸出（令和５年経済産業省告示第１６２号第一号で指

定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。） 

（ホ） ロシアを仕向地とする貨物の輸出（令和５年経済産業省告示第１６２号第二号で指定す

る者との直接又は間接の取引によるものに限る。） 

（ヘ） 輸出令別表第２の４に掲げる地域を仕向地とする別表第２の３（第三号を除く。）に掲

げる貨物の輸出（経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの

に限る。） 

ただし、別に定める輸出承認基準に該当する場合には承認を行うことがある。 

（１の３）ロシアを仕向地とする貨物の輸出（輸出令別表第２の３第三号に掲げる貨物に限る。）

については、承認を行わない。 

（２）輸出数量等規制物資の輸出承認 

輸出数量等規制物資（対象貨物及び規制事由等は、次に掲げるとおりである。）の輸出承

認は、原則として、別に定める品目別輸出承認基準により行う。 

なお、輸出令第２条第２項に掲げる貨物については、輸出承認に際して農林水産大臣の同

意を必要とする。 

（イ）国内需要確保のための輸出規制物資 

輸出令別表第２の２０及び３５の項の中欄に掲げる貨物である。これら貨物の輸出は、

国内需要確保に支障がない範囲内で承認を行う。 

なお、輸出令別表第２の１９及び３０の項の中欄に掲げる貨物は、原則として承認しな

い。 

（ロ）輸出急増防止、過当競争防止又は仕向地における輸入制限の防止のための輸出規制物資 

輸出令別表第２の２５の項の中欄に掲げる貨物であって、同表下欄に掲げる地域を仕向

地とする輸出である。当該貨物の輸出については、輸出急増防止、過当競争防止又は仕向地

における輸入制限の防止のための支障のない範囲内で承認を行う。 

（３）国際協定等による規制物資 

輸出令別表第２の１、２０（使用済燃料並びに核燃料物質及び核原料物質で廃棄しようとす

るものに限る。）、２１、２１の２、２１の３、３４から３６までの項の中欄に掲げる貨物であ

って、同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出である。 



これらの貨物の輸出は、それぞれの国際協定等により認められる範囲内で、承認を行うもの

とし、原則として、別に定める品目別承認基準等により行う。 

なお、輸出令別表第２の２０（使用済燃料並びに核燃料物質及び核原料物質で廃棄しようと

するものに限る。）及び２１の項の中欄に掲げる貨物は原則として承認しない。ただし、輸出令

別表第２の２１の項の中欄に掲げる貨物は、国際協定等に基づく相手国の同意が必要な場合には

その同意を前提に、有用資源として安全に再利用される等の一定の要件を満たす場合にのみ、例

外的に輸出の承認を行う。 

（注１）輸出令別表第２の３５の項の中欄に掲げる貨物は、国内需給確保のための規制対象に

もなっている。 

（注２）輸出令別表第２の１の項の中欄に掲げる貨物は、ダイヤモンド原石の国際証明制度

（キンバリー・プロセス証明制度）に基づく規制である。 

（注３）輸出令別表第２の２０（使用済燃料並びに核燃料物質及び核原料物質で廃棄しようと

するものに限る。）及び２１の項の中欄に掲げる貨物は使用済燃料管理及び放射性廃棄

物管理の安全に関する条約に基づく規制、２１の２の項の中欄に掲げる貨物は国際原子

力機関が策定した放射性同位元素の輸出入に関するガイダンスに基づく規制、２１の３

の項の中欄に掲げる貨物は国際的な麻薬等の原材料に対する規制に基づく規制、３４の

項の中欄に掲げる貨物は衛生規制、３５の項の中欄に掲げる貨物はオゾン層を破壊する

物質に関するモントリオール議定書に基づく規制、３５の２の項の中欄に掲げる貨物は

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等に基づく規

制、３５の３の項の中欄に掲げる貨物は残留性有機汚染物質に関するストックホルム条

約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報

に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び産業構造審議会製造産業分科会化学

物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ中央環境審議会環境保健部会水銀に関す

る水俣条約対応検討小委員会合同会合報告書（第１次報告書：平成２６年１２月２２日、

第２次報告書：平成２７年８月４日）に基づく規制、３５の４の項の中欄に掲げる貨物

は水銀に関する水俣条約に基づく規制、３５の５の項の中欄に掲げる貨物は１９７２年

の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の１９９６年の議定書

（以下「ロンドン議定書」という。）に基づく規制並びに３６の項の中欄に掲げる貨物

はワシントン条約に基づく規制である。 

（注４）輸出令別表第２の３５の２の項（２）に掲げる貨物の輸出承認は、輸出令第２条第３

項の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による輸出の確認を受けている場

合に限り、輸出の承認を行う。 

（４）輸出禁制物資等の輸出承認 

輸出禁制物資等（輸出令別表第２の３７から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲

げる貨物をいう。）の取扱いは、次により行う。 

（イ）輸出令別表第２の３７の項の中欄に掲げる貨物については、原則として承認を行わない。

ただし、学術研究用等の場合は、別に定める手続により輸出の承認を行うことがある。 

（ロ）輸出令別表第２の３８の項の中欄に掲げる貨物については、原則として輸出の承認を行わ

ない。ただし、学術研究用又は有害鳥獣駆除用の場合は、輸出の承認を行うことがある。 

（ハ）輸出令別表第２の３９から４１までの項の中欄に掲げる貨物（風俗を害するおそれがある

書籍、図画等）の輸出承認権限は、輸出令第１２条第一号の規定により税関長が行使するが、

これに該当する貨物については、輸出の承認を行わない。 

ただし、仮に陸揚げした貨物であって、当該貨物を輸出した国又は領域に対し積み戻しを

しようとする場合は、輸出の承認を行うことがある。 

（ニ）輸出令別表第２の４３の項の中欄に掲げる貨物（国宝等）の輸出承認権限は、輸出令第１



２条第一号括弧書の経済産業大臣が告示で定めるものを除いて（ハ）と同様に税関長が行使

するが、輸出令第２条第３項の規定により、文化財保護法による輸出許可がある場合に限り、

輸出の承認を行う。 

なお、輸出令第１２条第一号括弧書の経済産業大臣が告示で定めるものについては（３）

又は（４）（イ）の取扱いに加え、輸出令第２条第３項の規定により、文化財保護法による

輸出許可がある場合に限り、経済産業大臣が輸出の承認を行う。 

（ホ）輸出令別表第２の４４の項の中欄に掲げる貨物については、「経済産業大臣が指定する原

産地を誤認させるべき貨物告示」により指定しており、これに該当する貨物については、輸

出の承認は行わない。 

（へ）輸出令別表第２の４５の項の中欄に掲げる貨物の輸出は、別に定める基準により承認を行

う。 

（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、［付表１］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、［付表１］の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項について、

それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈を要する語」の欄

に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右

の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それ

ぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとする。ただし、

輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物であっても、次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別

表第２品目に含まれないものとする。 

（イ）包装用として使用されているもの（３６及び３７の項の中欄に掲げる貨物を除く。） 

（ロ）他の貨物の部分をなしているもの（貨物の主体が他の貨物である場合に限る。）であって、

当該貨物と分離しがたい状態にあり、かつ、その状態において主たる貨物の用途以外の用途

に用いることができないもの（３５の４の項（２）並びに３６及び３７の項の中欄に掲げる

貨物を除く。） 

（ハ）他の貨物を主体とするセットものの一部となっているものであって、当該貨物とともに梱

包又は包装されたもの（３５の４、３６及び３７の項の中欄に掲げる貨物を除く。） 

２－１－１の２ 北朝鮮を仕向地とする貨物に関する輸出の承認 

輸出令第２条第１項第一号の二に規定する北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出については、原則

として輸出の承認を行わない。 

２－１－１の３ ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は別表第２の４に掲げる地域を仕向地とする

貨物に関する輸出の承認 

（１）ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は別表第２の４に掲げる地域を仕向地とする輸出令第２条

第１項第一号の三から第一号の八までに規定する輸出（同項第一号の四に規定する輸出にあって

は、輸出令別表第２の３第一号から第二号の二までに掲げる貨物の輸出に限る。）については、

原則として承認を行わない。ただし、別に定める輸出承認基準に該当する場合には承認を行うこ

とがある。 

（２）ロシアを仕向地とする輸出令別表第２の３第三号に掲げる貨物の輸出については、承認を行わ

ない。（第一号から第二号の二までに該当する貨物であって、第三号にも該当する貨物の場合も

同様に扱う。） 

（３）輸出令別表第２の３第一号の解釈 

輸出令別表第２の３第一号の解釈は、１－１（７）（イ）によるものとする。ただし、以下

のものは、別表第２の３第一号の品目に含まれないものとする。 

輸出令別表第１の２の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第１条二十二号ロ（四）に

該当するもの、同表の３の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第２条第２項第二号若しく



は第七号に該当するもの又は同表の５の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第４条第二号

イに該当するもののうち、次の（イ）又は（ロ）に該当するもの 

（イ）他の貨物を運搬するために使用されるものとして輸入したものであって、輸入した後

返送のため輸出するもの（無償のものに限る。） 

（ロ）他の貨物を運搬するために使用されるものとして輸出するものであって、輸出した後

輸入すべきもの（無償のものに限る。） 

（４）輸出令別表第２の３第一号の二の解釈 

輸出令別表第２の３第一号の二の解釈は、［付表２］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第一号の二中、［付表２］の「輸出令別表第２の３第一号の二」

の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第一号の二（これに基づく別表第

２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところ

にしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸

出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右

欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとするほか、１－１（７）（イ）の解釈を準用

する。 

（５）輸出令別表第２の３第二号の解釈 

輸出令別表第２の３第二号の解釈は、［付表３］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第二号中、［付表３］の「輸出令別表第２の３第二号」の欄に掲

げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第二号（これに基づく別表第２の３貨物省令

を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈

するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２の３中

解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除く

ものとして解釈するものとするほか、１－１（７）（イ）の解釈を準用する。 

（６）輸出令別表第２の３第二号の二の解釈 

輸出令別表第２の３第二号の二中に掲げる貨物であっても、次の（イ）又は（ロ）に該当す

るものは、別表第２の３第二号の二の品目に含まれないものとする。 

（イ）他の貨物を運搬するために使用されるものとして輸入したものであって、輸入した後返送

のため輸出するもの（無償のものに限る。） 

（ロ）他の貨物を運搬するために使用されるものとして輸出するものであって、他の貨物の輸出

において費消されるもの（保守、修理により繰り返し使用するものは除く。）、又は輸出し

た後輸入すべきもの（無償のものに限る。） 

２－１－２ 委託加工貿易に関する輸出の承認 

輸出令第２条第１項第二号の規定に係る貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与

えない範囲内で承認を行う。 

なお、輸出令第２条第１項第二号に該当する「委託加工貿易契約」とは次の要件を備えている

ものをいう。 

（１）外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約に基づき原材料を輸

出するもの。 

（２）委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品（毛皮製品を含む。以下同じ。）及びこれらの半

製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革（原毛皮及び毛皮を含む。）及び皮革製品の

半製品であるもの。 

（注１）上記の要件を満たすものは、加工原材料の輸出及び製品の輸入を有償で行っても本号の

対象となる。 

（注２）上記の要件を満たすものであっても、関税暫定措置法第８条第１項に基づく関税暫定措

置法施行令第２２条に定める税関長の確認を受ける場合は、本号の対象とならない。 



（注３）加工原材料の一部を受託者が供給した場合の代金は、加工賃の一部として取り扱う。 

２－２ 農林水産大臣の同意 

輸出令第２条第２項に規定する貨物の輸出承認に対する同意の取扱いは、次による。 

（１）包括同意 

価格の全部につき支払手段による決済を要しない貨物及び保税地域から積み戻す貨物の輸出

承認に対しては、農林水産大臣の包括同意が得られている。 

（２）個別同意 

包括同意の行われていない貨物の輸出承認に対する同意は、農林水産大臣に対して申請ごと

に求めなければならない。 

３ 削除 

４ 特例 

４－１ 外為法第４８条第１項の規定は、輸出令第４条第１項各号に掲げる場合には、輸出令別表

第１の１の項の中欄に掲げる貨物に係る場合を除き適用されない。 

４－１－１ 輸出令第４条第１項第一号の解釈は次に定めるところにより行う。 

（１）「仮に陸揚げした貨物」とは、関税法第２１条に規定されている仮陸揚貨物及び同法第３０条

各号の規定に該当する貨物のほか、外国から積載されてきた貨物であって、指定保税地域に搬入

されているもの又は保税蔵置場に搬入されているもののうち同法第４３条の３第１項の規定に基

づき税関長による蔵入承認を受けないで蔵置されているものをいう。 

（２）「次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき」とは、輸出令別表第３に掲げる地域以外の地

域を仕向地とする輸出については、輸出令第４条第１項第一号イの規定に基づく仮陸揚げ貨物核

兵器等開発省令に該当せず、かつ、輸出令第４条第１項第一号ロの規定に基づく経済産業大臣か

らの許可の申請をすべき旨の通知を受けなければ輸出特例になる（外為法第４８条第１項の規定

の適用はない）というもの。 

（３）輸出令第４条第１項第一号イの解釈 

「軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置」は「化学兵器又は

生物兵器」を意味する。「これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機」には大

量破壊兵器を運搬する専用のロケット又は無人航空機はもとより、大量破壊兵器を運搬すること

ができる汎用のロケット又は無人航空機も含まれる。 

「経済産業省令で定めるとき」とは、仮陸揚げ貨物核兵器等開発省令で定めるものをいう。 

（４）輸出令第４条第１項第一号ロの解釈 

「通知を受けたとき」は、０－２でいう「輸出の時点」までに、経済産業大臣の許可の申請

をすべき旨の「通知」が輸出者に到達した場合に、本規定に該当することとなる。 

４－１－２ 輸出令第４条第１項第二号の解釈及び取扱い 

輸出令第４条第１項第二号の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。 

（１）輸出令第４条第１項第二号のイについては、次により取り扱う。 

（イ） 「外国貿易船又は航空機」とは、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機をいう。 

（ロ） 「船用品又は航空機用品」とは、原則として、船舶又は航空機において使用する貨物で、

燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じゅう器その他これらに類するもの「関税法第

２条第九号の「船用品」又は第十号の「機用品」の範囲と同様」のほか、船舶又は航空機に

積み込まれる修繕部品、計器類、機械の予備品等を含むものとして取り扱う。 

（ハ） 本邦と外国との間を往来する外国籍船舶又は外国籍航空機の修理改装のため使用する資材

等の取扱いは、使用される修理改装の内容が新装に等しい大修理又は大改装である場合は、

通常の輸出とし、大修理又は大改装でない時は、「船用品」又は「機用品」として取り扱う。 



（注）外国航空会社が本邦と外国との間を往来する外国籍航空機を本邦において修繕又はそ

の部品の取替等のため、外国にある当該会社の本社等から送付を受け、保税地域にこれ

らの修繕品又は部品等を蔵置しておき、修繕等に使用するものの取扱いは、関税定率法

の免税規定を適用するため、輸入申告を行った上で積み込む場合においても、輸出令上

は「機用品」に該当するものとして取り扱う。 

（２）輸出令第４条第１項第二号のロについては、次により取り扱う。 

（イ） 「航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びに

これらの部分品」とは、関税定率法施行令第２２条第二号及び同条第三号に掲げる貨物のう

ち、機上装備用のものに係るものと同様の範囲のものとする。 

（ロ） 「修理を要するもの」とは、当該貨物が不良のものであって、修理又は取替えのために輸

出するものをいい、原則として、当該貨物を製造した者又は当該製造者の指定する者に輸出

する場合に限る。 

（３）輸出令第４条第１項第二号のハに規定するものは、国際連合の特権及び免除に関する条約に基

づき禁止又は制限が免除される国連広報センター、国連難民高等弁務官東京事務所、ユニセフ東

京事務所、国連開発計画東京事務所、国連地域開発センター、アジア・太平洋統計研究所及び国

連アジア極東犯罪防止研究所がそれらの公用のために輸出する貨物、専門機関の特権及び免除に

関する条約に基づき禁止又は制限が免除される国連工業開発機関、ＩＬＯ東京支局、世界銀行東

京事務所及び国際金融公庫極東事務所がそれらの公用のために輸出する貨物、国連大学本部に関

する国際連合と日本国との間の協定に基づき禁止又は制限が免除される国連大学がその公用のた

めに輸出する貨物、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済

協力開発機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるＯＥＣＤ広報局直属東京公報セン

ターがその公用のために輸出する貨物、アジア生産性機構の特権及び免除に関する日本国政府と

アジア生産性機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるアジア生産性機構が公用のた

めに輸出する貨物、国際原子力機関の特権及び免除に関する協定に基づき禁止又は制限が免除さ

れる国際原子力機関がその公用のために輸出する貨物並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使

用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される化学兵器の禁止のための機

関がその公用のために輸出する貨物をいう。 

（４）輸出令第４条第１項第二号のニに規定する「その他これに準ずる施設」とは、ＯＥＣＤ代表部

等を言う。ただし、法第４８条第１項の趣旨に照らし、名誉領事官等は含まれない。 

（５）輸出令第４条第１項第二号のホ及びヘに規定する貨物は、輸出令第４条第１項第二号のホ及び

ヘの規定に基づく無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものと

して無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 

（イ）同告示第一号１に規定する「本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された

後再輸出されるもの」とは、本邦から輸出した貨物を本邦において修理するために輸入し、

修理完了後当該貨物の本邦への輸出者に再輸出するものであって、修理した貨物が本邦から

輸出したときの仕様から変更のないものをいい、修理には１対１の交換を含むものとする。 

なお、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。 

（ロ）同告示第一号２に規定する「映画撮影用の機械器具」とは、撮影機、録音装置、照明器具

等の映画撮影用の機械及び器具（映画撮影に使用するトラックを含む。）をいう。 

（ハ）同告示第一号３に規定する「国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会」とは、あ 

らかじめ経済産業省が公表するものに限り、「返送」とは、本邦において開催された博覧会

等に外国から出品するため貨物を本邦に向けて輸出した者に対して、博覧会等の終了後その

貨物を無償で輸出することをいう。 

（ニ）同告示第一号５に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、ＡＴＡ条約に基づき外

国の通関手帳発給団体により発給された通関手帳により輸出するものをいう。 



（ホ）同告示第二号４に掲げる国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出する復

旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復旧作業及び障

害防止作業の終了後本邦に輸入されるべき貨物の範囲は、次による。 

（ａ）「復旧機材」とは、次の貨物をいう。 

（ⅰ）ケーブル探査・埋設用無人潜水艇（操縦設備、揚降設備及び操縦索を含む。）及びこ

れらの附属装置 

（ⅱ）ケーブル探線機、埋設機（動作監視装置及び曳行索を含む。）及びこれらの附属装置 

（ⅲ）ケーブル探査用センサー（検出監視装置、曳行索を含む。）及びこれらの附属装置 

（ｂ）「機器類」とは、次の貨物をいう。 

（ⅰ）伝送端局装置及びその附属装置 

（ⅱ）伝送特性測定装置及びその附属装置 

（ⅲ）連絡用通信機器及びその附属装置 

（へ）同告示第一号６及び７に規定する「一時的に入国して出国する者」とは、輸入令別表第２

に掲げる「一時的に入国する者」が出国する場合をいう。 

（ト）同告示第二号５及び６に規定する「一時的に出国する者」とは、外国における滞在期間が

家族を伴っている場合は、１年未満、その他の場合は、２年未満の予定で出国する者（一時

的に入国して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。）をいう。 

（チ）同告示第一号６及び７並びに第二号５及び６に規定する「税関に申告の上別送する」貨物

は、後送については出国した者が出国した日から原則として６月以内に輸出するものについ

て認めるものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場

合に限る。 

なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るも

のであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。 

（リ）同告示第一号１０に規定する「その他これに類する組織」とは、軍隊組織ではない警察組

織や沿岸警備隊をいう。「自衛隊と実施する訓練」及び「当該訓練」とは、自衛隊が実施する

共同訓練、親善訓練、自衛隊単独の訓練、降下訓練始めその他これらに類する行事であって、

その名称にかかわらず、外国の軍隊その他これに類する組織（以下「外国軍隊等」という。）

が参加（オブザーバー参加を含む。）するものをいう。「輸出するもの」とは、外国軍隊等又

は外国軍隊等が民間事業者に委託して持ち込んだ貨物を、外国軍隊等が輸出する場合又は民間

事業者に委託して輸出する場合を含む。「我が国が締結した条約を履行するために許可を要す

るもの」とは、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の化

学物質に関する附属書の表１から表３までに掲げる物質（輸出令別表第１の１の項（１３）に

掲げる貨物（軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤に限る。）又は同表の３の項（１）

に掲げる貨物（貨物等省令第２条第１項第二号又は第三号に掲げるものに限る。））をいう。

 なお、表２又は表３に掲げる物質にあっては、同条約の非締約国を仕向地とする場合に限る。 

（ヌ）同告示第一号３の２に規定する「国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会」とは、オ

リンピック、デフリンピックその他これに類するものであって、あらかじめ経済産業省が公表

するものに限り、「返送」とは、本邦において開催されたスポーツ競技大会に参加するために

持ち込まれた貨物を本邦に向けて輸出した者に対して、スポーツ競技大会の終了後その貨物を

無償で輸出することをいう。 

（ル）同告示第二号８に規定する「国際的な規模で開催されるスポーツ競技大会」とは、オリン

ピック、デフリンピックその他これに類するものであって、あらかじめ経済産業省が公表する

ものに限る。「貨物」には、海外で費消される銃砲弾を含むものとする。 

（ヲ）同告示第二号９及び10に規定する「輸出する貨物」であって「終了後本邦に輸入すべきも

の」とは、その全部又は大部分が積み戻される貨物をいい、その一部が海外で費消又は処分さ



れるものを含むものとする。 

（ワ）同告示第二号11に規定する「防衛大臣」には、防衛大臣の委託を受けた者を含むものとす

る。「修理」とは、貨物の仕様を本邦からの輸出の時から変更しない修理をいい、１対１の交

換を含むものとする。また、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。 

４－１－３ 輸出令第４条第１項第三号の解釈 

輸出令第４条第１項第三号の解釈は、次に定めるところにより行う。 

次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき」とは、輸出令第４条第１項第三号イの規定に基

づく核兵器等開発等省令の規定、同号ロの規定に基づく経済産業大臣からの許可の申請をすべき

旨の通知の受理、同号ハの規定に基づく通常兵器開発等省令の規定、同号ニの規定に基づく経済

産業大臣からの許可の申請をすべき旨の通知の受理のすべてに該当しなければ輸出特例になる

（外為法第４８条第１項の規定の適用はない）というもの。 

（１）輸出令第４条第１項第三号ロの解釈 

「通知を受けたとき」は、４－１－１（４）と同じ。  

（２）輸出令第４条第１項第三号ニの解釈 

「通知を受けたとき」は４－１－１（４）と同じ。 

４－１－４ 輸出令第４条第１項第四号の解釈 

  輸出令第４条第１項第四号の解釈は、次に定めるところにより行う。 

  「次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき」とは、輸出令別表第３の２に掲げる地域を仕向

地とする輸出については、輸出令第４条第１項第四号イの規定に基づく核兵器等開発等省令の規

定、同号ロの規定に基づく経済産業大臣からの許可の申請をすべき旨の通知の受理、同号ハの規

定に基づく通常兵器開発等省令の規定、同号ニの規定に基づく経済産業大臣からの許可の申請を

すべき旨の通知の受理のすべてに該当しなければ輸出特例になる（外為法第４８条第１項の規定

の適用はない）というもの。 

  輸出令別表第３及び第３の２に掲げる地域以外の地域を仕向地とする輸出については、輸出令第

４条第１項第四号イの規定に基づく核兵器等開発等省令の規定、同号ロの規定に基づく経済産業

大臣からの許可の申請をすべき旨の通知の受理、同号ニの規定に基づく経済産業大臣からの許可

の申請をすべき旨の通知の受理のすべてに該当しなければ輸出特例になる（外為法第４８条第１

項の規定の適用はない）というもの。 

（１）輸出令第４条第１項第四号ロの解釈 

「通知を受けたとき」は、４－１－１（４）と同じ。 

（２）輸出令第４条第１項第四号ニの解釈 

「通知を受けたとき」は４－１－１（４）と同じ。 

４－１－５ 輸出令第４条第１項第五号の解釈 

輸出令第４条第１項第五号の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第１の各

項の中欄のうち括弧毎の貨物とし、同号に規定された条件は各々の総価額ごとに判断する。ただ

し、積算すべき貨物の範囲に輸出令別表第３の３に掲げる貨物とそれ以外の貨物が混在する場合

にあっては、輸出令別表第３の３に掲げる貨物の積算額及びそれ以外の貨物の積算額を各々の総

価額とする。 

４－２ 輸出令第１条第３項の規定は、輸出令第４条第２項各号に掲げる場合には適用されない。 

４－２－１ 輸出令第４条第２項第一号の解釈 

「仮陸揚げ貨物」は、４－１－１（１）と同じ。 

４－２－２ 輸出令第４条第２項第二号の解釈 

輸出令第４条第２項第二号イからヘまでの解釈は、４－１－２と同じ。 

４－２－３ 輸出令第４条第２項第三号の解釈 

輸出令第４条第２項第三号の解釈は、次に定めるところにより行う。 



「次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき」とは、輸出令第４条第２項第三号イ又はロの

規定に基づく経済産業大臣からの許可の申請をすべき旨の通知の受理に該当しなければ輸出特例

になる（輸出令第１条第３項の規定の適用はない）というもの。 

４－３ 輸出令第２条の規定は、輸出令第４条第３項各号に掲げる場合には、同令別表第２の３７

から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲げる貨物に係る場合を除き適用されない。 

４－３－１ 仮陸揚貨物の解釈 

輸出令第４条第３項第一号に規定されている「仮に陸揚した貨物」とは、４－１－１に準じて

取り扱う。 

４－３－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 

輸出令別表第５に掲げる貨物の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。ただし、輸

出令別表第２の１の項の中欄、３５の３の項（１）及び（６）並びに３５の４及び３６の項の中

欄に掲げる貨物（同表の３５の３の項（１）及び（６）に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣

が告示で定めるものに限る。）は輸出特例とはならない。 

（１）輸出令別表第５第一号に規定する無償の救じゅつ品とは、外国の公共的機関（国若しくはその

行政区域である公共団体その他本邦の公共的機関と同様の機関をいう。）並びに国際連合、国際

赤十字、その他国際機関に対して、救じゅつのために無償で輸出される医薬品、食糧、衣料その

他の生活必需物資であって、その送付が国連決議等の我が国の国際約束に背馳しないものをいう。 

（２）輸出令別表第５第二号に規定する無償の商品見本は、次に掲げるものであって、無償で輸出さ

れるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物であって、

同項下欄に掲げる地域を仕向地とするもの並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とはなら

ない。また、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に掲げる地域を仕向地と

する輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までに規定する輸出の貨物も輸出特例とはな

らない。 

なお、商品見本を展示するための器具については、展示のために必要と認められる限度にお

いて、便宜商品見本に含まれるものとして取り扱って差し支えない。 

（イ）真正見本（ボナファイド・サンプル） 

（ロ）真正見本以外のもので本邦の製造業者若しくは輸出業者が「商品の注文をとるために」又

は外国の製造業者若しくは輸入業者が「再生産の試品とするために」使用することを目的と

するものであり、かつ、「商品見本、非売品」のレッテルをはっているもの又はそれ以上の

表示があるもの 

（３）輸出令別表第５第二号に規定する無償の宣伝用物品は、次に掲げるものであって、無償で輸出

されるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物であっ

て、同項下欄に掲げる地域を仕向地とするもの並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とは

ならない。また、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に掲げる地域を仕向

地とする輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までに規定する輸出の貨物も輸出特例と

はならない。 

（イ）宣伝用印刷物（映画の予告編（トレーラー）・ＰＲ用映画、スチール写真、カレンダー、

日記帳等を含む。） 

（ロ）宣伝用印刷物以外のもので、宣伝を目的とする本邦の「企業名」又は本邦企業の製造にか

かる商品の「商品名」等を専ら宣伝のために表示した物品 

（４）輸出令別表第５第三号については、次により取り扱う。 

ただし、輸出令別表第２の２に掲げる貨物であって、北朝鮮を仕向地とするもの及び輸出令

別表第２の３第三号に掲げる貨物であって、ロシアを仕向地とするものは輸出特例とはならない。 

（イ）「その他の方法により送付される同様の小包」とは、船（機）長託送品、旅客託送品、航

空輸送貨物等をいう。 



（ロ）この号に該当する小包は、次に掲げるものとする。 

（ａ）受取人の個人的使用に供されるもの 

（ｂ）（ａ）に掲げる以外のものについては、便せん、封筒、積荷目録等に当該会社名が印刷さ

れているもの等他の目的用途に供されるおそれがないもの 

（ハ）郵便物の内容となっている郵便切手は使用済であると未使用であるとを問わず輸出令上は

「貨物」として取り扱う。なお、その料金額又は評価額の合計額が５００万円を超えるもの

はこの号に該当しない。 

（ニ）輸出令第４条第３項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる貨物」の解釈は［付表４］

に、同号ホ及び同号チに規定する「別表第２の３第三号に掲げる貨物」の解釈は［付表５］

に掲げるところにより行う。 

なお、［付表４］中「アメリカ合衆国通貨○○ドルに相当する額を超えるものに限る。」、

及び［付表５］において定める金額の外国通貨又は電子決済手段等若しくはその他の財産的

価値への換算は別に定める換算率によるものとする。 

また、別表第２の３貨物省令第１３９条から第１５７条中に定める金額は、原則として、商

品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当するものの１単位当たり

の金額とする。 

（ホ）北朝鮮を仕向地とする貨物については、輸出禁止措置の閣議決定の趣旨を踏まえ、「受取

人の個人的使用に供される貨物」の該非については個別に判断するものとする。 

（５）輸出令別表第５第四号については､４－１－２の（１）と同じ。 

（６）輸出令別表第５第五号については､４－１－２の（２）と同じ。 

（７）輸出令別表第５第六号については、国立国会図書館が発行する証明書により確認する。 

（８）輸出令別表第５第七号の「元首」とは、君主、大統領その他国際法上外国に対して一国を代表

する者をいう。 

（９）輸出令別表第５第八号の規定については、次により取り扱う。 

（イ）「大使、公使」とは、特命全権大使、特命全権公使、弁理公使、代理大使及び代理公使を

いう。 

（ロ）「その他これに準ずる使節」とは、本邦に派遣された元首又はローマ教皇を代表する特派

使節、国際連合又はその専門機関の高級職員、国際司法裁判所裁判官等及び外交特権を有す

る者をいう。 

（ハ）「その他これに準ずる施設」とは、名誉領事官等をいう。 

（１０）輸出令別表第５第九号に規定する勲章、賞はい等は、政府若しくは地方公共団体又はこれら

に準ずる機関が贈与するものに限り、「その他これに準ずるもの」には、記念品を含む。 

（１１）輸出令別表第５第十号に規定する「本邦の公共的機関」とは、国、地方公共団体その他の公

共団体、公共事業体、国又は地方公共団体の設立した学校、研究所、医療施設その他の営造物及

び特殊法人並びにこれらの機関をいうものとし、「外国の公共的機関」とは、国若しくはその行

政区域である公共団体その他本邦の公共的機関と同様の機関並びに国際連合、赤十字、その他の

国際機関をいう。 

また、「友好を目的として寄贈される貨物」とは、親善、儀礼等を目的として寄贈される記

念品的性格のものその他これらの目的に照らして妥当なものに限るものとし、販売を目的として

輸出する貨物は含まれない。 

（１２）輸出令別表第５第十二号に規定する「本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、

輸入の際の性質及び形状が変わっていないもの（経済産業大臣が告示で定めるものを除く｡）」

の取扱いは次による。ただし、輸出令別表第２の２０、２１、２１の２、２５、３５及び３５の

２の項の中欄に掲げる貨物であってそれぞれの項の下欄に掲げる地域を仕向地とするもの、北朝

鮮を仕向地とする貨物、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に掲げる地域



を仕向地とする輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までに規定する輸出の貨物並びに

同告示第六号及び第七号に該当する貨物は輸出特例とはならない。 

（イ）「本邦に輸入された貨物」とは、輸入令上の手続をとって輸入されたか否かを問わず、本

邦に輸入された貨物のすべてを含むものとする。 

（ロ）「無償の輸出」とは、輸出者が当該貨物を輸出することによって、いかなる債権の発生の

当事者となる効果も生じない輸出をいう。 

（注）次のような場合は無償の輸出に該当しない。 

（ａ）役務契約（債権の発生する契約に限る。）を履行するために、貨物を無為替輸出する

場合 

（ｂ）証券応募に基づいて現物出資するために、貨物を無為替輸出する場合 

（ｃ）非居住者との勘定に借記することにより貨物を無為替輸出する場合 

（ハ）「性質及び形状が変わっていないもの」については関税定率法第１４条第十号に掲げるも

のの取扱いに準ずる。 

参考 

「その輸入の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」とは、輸入の際の品質、

規格、形状等がその輸出の際において同一のものであると認められるもの（輸入された貨

物の部分品等が本体から分離されて輸出される場合であっても、当該部分品等について、

輸入の際の性質、形状が輸出の際において同一と認められる場合はこれを含む。）をいう。

したがって本邦において使用した形跡のあるもの又はさ細な加工若しくは修繕をしたもの

（たとえば、ねじ締め、油洗い、注油等）であって、輸入した物品と同一のものと認めら

れる場合は、本号を適用する。 

（１３）輸出令別表第５第十四号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨

物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その

取扱いは、次による。 

ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２

の４に掲げる地域を仕向地とする輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までに規定する

輸出の貨物並びに同告示第一号４の項に該当する貨物のうち輸出令別表第２の２１の２及び３５

の２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕向地とするものは輸出特例と

はならない。 

（イ）同告示第一号１に規定する「本邦から輸出した貨物であって、本邦において修理した後再

輸出するもの」とは４－１－２の（５）の（イ）と同じ。 

（ロ）同告示第一号２に規定する「映画撮影用の機械器具」とは、４－１－２の（５）の（ロ）

と同じ。 

（ハ）同告示第一号３に規定する「簡単な取付け」とは、取付け作業が簡単なものであり、かつ、

取付け後において取り付けた部分を容易に確認できるものをいう。 

なお、この規定は、簡単な取付け等が行われる部分品又は附属品のみが輸出特例となるの

であって、貨物の本体については、輸出特例が適用されないことに注意すること。 

（ニ）同告示第一号４に規定する「返送」とは、４－１－２の（５）の（ハ）と同じ。 

（ホ）同告示第一号６に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、４－１－２の（５）の

（ニ）と同じ。 

（１４）輸出令別表第５第十五号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨

物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その

取扱いは、次による。 

ただし、同告示第二号１、２及び６の項に該当する貨物であって、北朝鮮を仕向地とするも

の、並びにベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に掲げる地域を仕向地とす



る輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までに規定する輸出の貨物は輸出特例とはなら

ない。 

同告示第二号２に規定する「通関手帳により輸入すべきものとして通関手帳により輸出する

貨物」とは、ＡＴＡ条約に基づき（社団法人）国際商事仲裁協会により発給された通関手帳に基

づき輸出する貨物で、かつ、通関手帳の有効期間内に本邦に輸入される貨物をいう。 

４－３－４ 輸出令別表第６の解釈及び取扱い 

 輸出令別表第６の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。ただし、輸出令別表第２

の１の項の中欄、並びに３５の３の項（１）及び（６）並びに３５の４の項の中欄に掲げる貨物

（同表の３５の３の項（１）及び（６）に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定める

ものに限る。）を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の３６の項の中欄

に掲げる貨物（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）を輸出しようとする場合並びに船舶

又は航空機の乗組員が輸出令別表第２の２に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出する場合は

輸出特例とはならない。また、船舶又は航空機の乗組員が別表第２の３第三号に掲げる貨物をロ

シアを仕向地として輸出する場合は輸出特例とはならない。ただし、当該乗組員が入国する際に

身につけていたものを身につけたまま本邦から出国する場合には、規制の趣旨に鑑み、輸出承認

の対象とはしない。 

（１）輸出令別表第６に掲げる永住の目的をもって出国する者、一時的に出国する者及び一時的に入

国して出国する者の範囲は、次によるものとする。 

（イ）「永住の目的をもって出国する者」とは、外国における滞在期間が家族を伴っている場合

は、１年以上、その他の場合は、２年以上の予定で出国する者をいう。 

（ロ）「一時的に出国する者」は、「永住の目的をもって出国する者」以外の者（一時的に入国

して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。）をいう。 

（ハ）「一時的に入国して出国する者」とは、輸入令別表第２に掲げる「一時的に入国する者」

が出国する場合をいう。 

（２）輸出令別表第６に掲げる「携帯品」、「職業用具」、「引越荷物」及び「本人の私用に供する

と認められる貨物」の範囲は、同表の備考に掲げられている貨物として妥当と認められるものを

いう。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、輸出禁止措置の閣議決定の趣旨を踏まえ、

「携帯品」、「職業用具」及び「引越荷物」の該非については、以下のとおり取り扱う。また、

ロシアを仕向地とする輸出令別表第２の３第三号に掲げる貨物の輸出についても同様とする。 

① 一時的に出国する者の「携帯品」は、原則として、現に使用中のもの又は明らかに当該旅行

中に使用すると認められるものに限る。 

② 一時的に入国して出国する者の「携帯品」は、原則として、現に使用中のもの又は明らかに

当該旅行中に使用したと認められるものに限る。 

③ 一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者の「職業用具及び引越荷物」の該非に

ついては個別に判断するものとする。 

（３）輸出令第４条第３項第四号に規定する「税関に申告の上別送して輸出するもの」は、後送につ

いては出国者が出国した日から原則として６月以内に輸出するものについて認めるものとし、前

送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。 

なお、本人が、別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るも

のであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。 

（４）輸出令第４条第３項第四号に規定する「別表第２の２に掲げる貨物」及び「別表第２の３第三

号に掲げる貨物」の解釈は、４－３－２の（４）の（ニ）と同じ。 

４－４ 輸出令別表第７の取扱い 

北朝鮮を仕向地として輸出する貨物は輸出特例とはならない。 



５ 税関の確認等 

５－０ 根拠 

 輸出令第５条は、外為法第５４条第１項に基づく規定である。 

（１）確認の時期等 

輸出令第５条第１項には、税関が輸出の確認を行う時期については特に規定されていないが、

税関が行う輸出の確認は、仮に陸揚げされた貨物については積込みのとき、郵便物については税

関の検査のとき、その他の貨物については税関に輸出申告（積み戻し申告を含む。以下同じ。）

が行われたときに、それぞれ行うものとする。 

なお、信書については、この確認を必要としない。 

（２）確認の書類 

税関が輸出の確認のため提出又は提示を求める書類は、次のとおりとする。 

（イ）外為法第４８条第１項若しくは輸出令第１条第３項又は輸出令第２条第１項の規定により

輸出の許可又は承認を必要とするものについては、輸出許可証、輸出承認証又は輸出許可・

承認証の原本 

ただし、「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申告に当たっての裏書情報

の記録等について」（平成１４年１１月５日付け平成１４･１０･２８貿局第４号、輸出注意

事項１４第４４号・輸入注意事項１４第４５号。以下「電子裏書通達」という。）に規定す

る電子許可・承認・確認（以下「電子許可・承認・確認」という。）を受けているものにつ

いては、当該電子許可・承認・確認の許可番号、承認番号又は許可・承認番号を税関に通知

することをもって提出に替えるものとする。 

なお、電子裏書通達４.（２）②の規定に基づく裏書情報（同通達１.（４）に規定する

「裏書情報」という。以下同じ。）の記録は、当該許可番号、承認番号又は許可・承認番号

の税関への通知の前に行われていなければならないものとする。 

また、輸出規則第１条に規定する輸出承認証又は同規則第２条の２に規定する輸出許可証

については、輸出入・港湾関連情報処理システムを使用した電磁的記録の提出をもって原本

の提出に替えることができる。ただし、税関が原本を確認する必要があると認めた場合には、

輸出の許可の前に原本の提出又は提示を求めることを妨げない。 

電磁的記録の提出をもって輸出の許可がされた場合には、輸出の許可の日から３日以内

（期間の末日が行政機関の休日にあたるときは、その日の翌日をもって当該期間の末日とす

る。）に、輸出承認証又は輸出許可証の原本の提出又は提示を求めるものとする。 

なお、輸出承認証の電磁的記録には、申告時点までの当該輸出承認証に係る貨物のすべて

の輸出申告情報が記録されていなければならないものとする。 

（注）税関に提出された輸出許可証、輸出承認証又は輸出許可・承認証の原本は、税関において、

裏書通関欄に所要事項を記載し、申告者に返却する。ただし、上記ただし書の場合にあって

は、なお書に規定する裏書情報が税関において輸出許可証、輸出承認証又は輸出許可・承認

証の裏書通関欄に記載すべき事項と相違ないことを確認しなければならない。 

（ロ）経済産業大臣が輸出を行う場合は、これを証する書類 

（ハ）輸出の許可若しくは承認の条件として、特定の書類を税関に提出又は提示することとされ

ている場合は、その書類 

（ニ）「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」（平成２８年１１月１８日付け輸出注

意事項２８第３０号）Ⅱ２.(2)に規定する者がⅡ２.(2)②ハの届出の数値を用いる場合は、

届出受理票の写し 

（ホ）その他税関が特に必要と認める書類 



６ 削除 

７ 輸出の事後審査 

（１）輸出の事後審査事務の取扱区分 

輸出令第７条の規定による輸出の事後審査は、別表第１及び別表第２に定める事務取扱区分

により、本省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課（以下「貿易管理課」という。）、本省

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易管理課安全保障貿易検査官室（以下「安全保障貿易

検査官室」という。）又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課が行う。 

（２）輸出事後審査の方法 

輸出の事後審査の事務処理については、輸出事後審査事務取扱要領（昭和６２年１１月６日

付け６２貿局第３２３号）により行う。 

（３）質問書 

経済産業大臣は、輸出の事後審査のため必要があるときは、輸出規則第５条第１項の規定に

より質問書を送付し、その回答を求めることがある。 

８ 許可及び承認の有効期間 

８－１ 輸出許可及び輸出承認の有効期間 

（１）輸出の許可及び輸出の承認の有効期間は、輸出令第８条第１項の規定によりその許可又は承認

の日から６箇月とされているが、その期間の起算は、許可又は承認した日の翌日から行う。 

（２）この輸出の許可及び承認の有効期間は、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければならな

い期間を意味する。 

（３）特に必要があると認めるときは、輸出の許可及び輸出の承認の有効期間を上記（１）と異なる

有効期間を定める。 

８－２ 有効期間の延長申請 

有効期間の延長の申請は、当該輸出許可証又は輸出承認証の有効期間内に行うことを必要とす

る。有効期間経過後は、新たに輸出の許可又は承認を受けなければならない。 

ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物及びロシアを仕向地とする輸出令別表第２の３第三号の貨

物の輸出については、原則として輸出承認証の有効期間の延長を行わない。 

（注）品目別の輸出承認基準には、有効期間の延長を認めないものがあるが、船積の関係等によりや

むを得ない場合には、税関において、一定の限度内で有効期間の延長を認めることがある。（１

２－０－２の（３）参照） 

９ 法令の違反に対する制裁の通知 

１０ 使用人 

１１ 報 告 

１１－０ 根拠 

輸出令第１１条は、外為法第５５条の８に基づく規定である。 

１１－１ 報告の内容 

輸出数量等規則を実施する場合の輸出実績等の報告、輸出許可・承認の申請が適正に行われ適

法・適正に実行されているか否かを確認するための事実関係の報告を求めることがある。 

１２ 権限の委任 



１２－０ 根拠等 

（１）根拠 

輸出令第１２条は、外為法第５４条第２項に基づく規定である。 

（２）委任の解釈 

輸出令第１２条の規定により税関長に委任された経済産業大臣の権限は、税関長に専属する

こととなる。 

１２－０－１ 特定貨物に対する承認権限の委任 

 輸出令第１２条第一号の規定に基づき、税関が行う輸出の承認については､２－１－１の（４）

及び別に定めるところによる。 

１２－０－２ 特定事項に対する許可及び承認権限の委任 

（１）輸出令第１２条第二号の規定に基づく許可及び承認権限の委任の範囲及び事務の取扱いは、輸

出貿易管理令第１２条第二号の規定に基づく税関長に対する経済産業大臣の権限の委任について

（昭和６２年１１月１０日付け６２貿第４３１３号輸出注意事項６２第２１号以下｢権限委任通

達｣という。）及び別に定めるところによる。 

（２）輸出令第１２条第二号のロの規定に基づき保税地域に入れられた輸入貨物を積み戻す場合の輸

出承認は、権限委任通達に定める範囲のものに限り税関において行う。 

（注）指定保税地域に搬入されているもの又は保税蔵置場に搬入されているもののうち関税法第

４３条の３第１項の規定に基づき税関長による蔵入承認を受けないで蔵置されているものを

積み戻す場合は、仮陸揚貨物として取り扱われ、原則として輸出特例（４－１－１及び４－

３－１参照）となり、保税蔵置場に搬入されているもののうち同法第43条の３第１項の規定

に基づき税関長による蔵入承認を受けて蔵置されているもの又は保税工場に搬入されている

ものを積み戻す場合は、特例とはならず、場合により外為法第４８条第１項若しくは輸出令

第１条第３項又は輸出令第２条第１項の許可又は承認が必要となる。 

（３）輸出令第１２条第二号のニの規定に基づき、経済産業大臣が輸出許可又は輸出承認に際し、定

めた有効期間の延長は、当該申請者の責に帰すことができないやむを得ない理由がある場合に限

り、１月（輸出の承認を行う際に、その有効期間が６月より短い期間に定められている場合は、

１週間）まで税関において行うことがある。 

 

１３ 政府機関の行為 

 

  



［付表１］２－１－１（５）輸出令別表第２の解釈の表 

輸出令 

別表第 

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈 

を要する語 

 

解           釈 

 

２０ 核原料物質 ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質であって、核燃料

物質以外のものをいう。（ただし、核原料物質のうち、トリウムの含

有量が、全重量の５パーセント未満のトリウムタングステンからなる

線若しくは棒又は繊維製品、塗料、窯業製品（「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」昭和３２年法律第１６６号）第

２条第１２項で定める国際規制物資以外のものに限る。）を除く。） 

３５ 附属書Ａに掲

げる物質 

グループⅠに属するクロロペンタフルオロエタン（フロン１１５）、

ジクロロジフルオロメタン（フロン１２）、ジクロロテトラフルオロ

エタン（フロン１１４）、トリクロロトリフルオロエタン（フロン１

１３）又はトリクロロフルオロメタン（フロン１１）並びにこれらが

含まれた混合物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等

の容器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① エアゾール缶の噴射剤と

して用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷

蔵装置及び冷凍・冷蔵プラン

トの冷媒として用いられてい

るもの 

③ 空調装置、冷却装置及び

ヒートポンプ等の冷媒又は熱

媒体として用いられているも

の 

④ 発泡製品及びその原料に

含まれているもの 

グループⅡに属するブロモクロロジフルオロメタン（ハロン１２１

１）、ジブロモテトラフルオロエタン（ハロン２４０２）又はブロモ

トリフルオロメタン（ハロン１３０１）並びにこれらが含まれた混合

物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っ

ているものをいう。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① 消火器の中に消火剤とし

て入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る

目的で接続されているボンベ

又はタンク等の容器の中に消

火剤として入っているもの 



附属書Ｂに掲

げる物質 

グループⅠに属するクロロトリフルオロメタン（フロン１３）、クロ

ロヘプタフルオロプロパン（フロン２１７）､ジクロロヘキサフルオ

ロプロパン（フロン２１６）､テトラクロロジフルオロエタン（フロ

ン１１２）、テトラクロロテトラフルオロプロパン（フロン２１

４）、トリクロロペンタフルオロプロパン（フロン２１５）、ヘキサ

クロロジフルオロプロパン（フロン２１２）､ヘプタクロロフルオロ

プロパン（フロン２１１）、ペンタクロロトリフルオロプロパン（フ

ロン２１３）若しくはペンタクロロフルオロエタン（フロン１１

１）、グループⅡに属する四塩化炭素又はグループⅢに属する１，

１，１－トリクロロエタン（メチルクロロホルム）及びこれらが含ま

れた混合物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容

器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① エアゾール缶の噴射剤と

して用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷

蔵装置及び冷凍・冷蔵プラン

トの冷媒として用いられてい

るもの 

③ 空調装置、冷却装置及び

ヒートポンプ等の冷媒又は熱

媒体として用いられているも

の 

④ 発泡製品及びその原料に

含まれているもの 

附属書Ｃのグ

ループⅠに属

する物質 

ジクロロフルオロメタン（ＨＣＦＣ－２１）、クロロジフルオロメタ

ン（ＨＣＦＣ－２２）、クロロフルオロメタン（ＨＣＦＣ－３１）、

テトラクロロフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２１）、トリクロロジフ

ルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２２）、ジクロロトリフルオロエタン、

（ＨＣＦＣ－１２３）、２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフルオ

ロエタン（ＨＣＦＣ－１２３）、クロロテトラフルオロエタン（ＨＣ

ＦＣ－１２４）、２クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン

（ＨＣＦＣ－１２４）、トリクロロフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１３

１）、ジクロロジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１３２）、クロロトリ

フルオロエタン（ＨＣＦＣ－１３３）、ジクロロフルオロエタン（Ｈ

ＣＦＣ－１４１）、１，１－ジクロロ－１－フルオロエタン（ＨＣＦ

Ｃ－１４１ｂ）、クロロジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４２）、１

－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４２ｂ）、クロ

ロフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１５１）、ヘキサクロロフルオロプロ

パン（ＨＣＦＣ－２２１）、ペンタクロロジフルオロプロパン（ＨＣ

ＦＣ－２２２）、テトラクロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２

２３）、トリクロロテトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２４）、

ジクロロペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２５）、３，３－ジ



クロロ－１，１，１，２，２，－ペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ

－２２５ｃａ）、１，３－ジクロロ－１，１，２，２，３－ペンタフ

ルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ）、クロロヘキサフルオロプ

ロパン（ＨＣＦＣ－２２６）、ペンタクロロフルオロプロパン（ＨＣ

ＦＣ－２３１）、テトラクロロジフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２３

２）、トリクロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２３３）、ジク

ロロテトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２３４）、クロロペンタフ

ルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２３５）、テトラクロロフルオロプロパ

ン（ＨＣＦＣ－２４１）、トリクロロジフルオロプロパン（ＨＣＦＣ

－２４２）、ジクロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３）、

クロロテトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４）、トリクロロフ

ルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２５１）、ジクロロジフルオロプロパン

（ＨＣＦＣ－２５２）、クロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２

５３）、ジクロロフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２６１）、クロロジ

フルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２６２）、クロロフルオロプロパン

（ＨＣＦＣ－２７１）並びにこれらが含まれた混合物であって、輸送

用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものをい

う。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① エアゾール缶の噴射剤と

して用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷

蔵装置及び冷凍・冷蔵プラン

トの冷媒として用いられてい

るもの 

③ 空調装置、冷却装置及び

ヒートポンプ等の冷媒又は熱

媒体として用いられているも

の 

④ 発泡製品及びその原料に

含まれているもの 

附属書Ｃのグ

ループⅡに属

する物質 

ジブロモフルオロメタン、ブロモジフルオロメタン、ブロモフルオロ

メタン、テトラブロモフルオロエタン、トリブロモジフルオロエタ

ン、ジブロモトリフルオロエタン、ブロモテトラフルオロエタン、ト

リブロモフルオロエタン、ジブロモジフルオロエタン、ブロモトリフ

ルオロエタン、ジブロモフルオロエタン、ブロモジフルオロエタン、

ブロモフルオロエタン、ヘキサブロモフルオロプロパン、ペンタブロ

モジフルオロプロパン、テトラブロモトリフルオロプロパン、トリブ

ロモテトラフルオロプロパン、ジブロモペンタフルオロプロパン、ブ

ロモヘキサフルオロプロパン、ペンタブロモフルオロプロパン、テト

ラブロモジフルオロプロパン、トリブロモトリフルオロプロパン、ジ

ブロモテトラフルオロプロパン、ブロモペンタフルオロプロパン、テ

トラブロモフルオロプロパン、トリブロモジフルオロプロパン、ジブ



ロモトリフルオロプロパン、ブロモテトラフルオロプロパン、トリブ

ロモフルオロプロパン、ジブロモジフルオロプロパン、ブロモトリフ

ルオロプロパン、ジブロモフルオロプロパン、ブロモジフルオロプロ

パン又はブロモフルオロプロパン並びにこれらが含まれた混合物であ

って、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っている

ものをいう。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① 消火器の中に消火剤とし

て入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る

目的で接続されているボンベ

又はタンク等の容器の中に消

火剤として入っているもの 

附属書Ｃのグ

ループⅢに属

する物質 

ブロモクロロメタン及びこれらが含まれた混合物であって、輸送用又

は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① 消火器の中の消火剤とし

て入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る

目的で接続されているボンベ

又はタンク等の容器の中に消

火剤として入っているもの 

附属書Ｅに掲

げる物質 

附属書Ｅに掲げる臭化メチル及び当該物質が含まれた混合物であっ

て、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているも

のをいう。 

３５ 

の３ 

附属書Ⅲ上欄

に掲げる化学

物質 

附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質及びこれを含有する混合物又は製剤 

水銀化合物には、無機水銀化合物、

アルキル水銀化合物、アルキルオキ

シアルキル及びアリル水銀化物を含

む。 

 

ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤であっ

て、ベノミル７％以上、カルボフラン１０％以上、チウラム１５％以

上を全て含む粉剤をいう。 

フェンチオンであって、１リットルにつき６４０ｇ以上含有する高濃

度少量（ＵＬＶ）散布用製剤をいう。 

メチルパラチオンであって、１９．５％以上含有する乳剤並びに１．

５％以上含有する粉剤をいう。 

ホスファミドンであって、１リットルにつき１０００ｇを超えて含有

する液剤をいう。 



石綿には、アクチノライト、アンソ

フィライト、アモサイト、クロシド

ライト、トレモライトを含む。 

 

商業用オクタブロモジフェニルエー

テルには、ヘキサブロモジフェニル

エーテル、ヘプタブロモジフェニル

エーテルを含む。 

 

商業用ペンタブロモジフェニルエー

テルには、テトラブロモジフェニル

エーテル、ペンタブロモジフェニル

エーテルを含む。 

 

ペルフルオロオクタンスルホン酸、

ペルフルオロオクタンスルホン酸

塩、ペルフルオロオクタンスルホン

アミド及びペルフルオロオクタンス

ルホニル化合物には、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸カリウム、ペル

フルオロオクタンスルホン酸リチウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸アンモニウム、ペルフルオロオク

タンスルホン酸ジエタノールアンモ

ニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸テトラエチルアンモニウム、

ペルフルオロオクタンスルホン酸ジ

デシルジメチルアンモニウム、Ｎ－

エチルペルフルオロオクタンスルホ

ンアミド、Ｎ－メチルペルフルオロ

オクタンスルホンアミド、Ｎ－エチ

ルＮ－（２－ヒドロキシエチル)ペ

ルフルオロオクタンスルホンアミ

ド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）

－Ｎ－メチルペルフルオロオクタン

スルホンアミド、ペルフルオロオク

タンスルホニルフルオリドを含む。 

 

「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとおり行う。 

・炭素原子（Ｃ）に結合する直鎖状

又は分岐状のペルフルオロヘプチル

基（Ｃ７Ｆ１５）を構造要素の1つ

として有する関連物質（その塩及び

ポリマーを含む。） 

・直鎖状又は分岐状のペルフルオロ

オクチル基（Ｃ８Ｆ１７）を構造要

以下の化合物は含まれない。 

・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ,（Ｘ＝ Ｆ,

 Ｃｌ, Ｂｒ）  

・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝０）Ｏ

Ｈ、Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝０）

０-Ｘ′又は、Ｃ８Ｆ１７－Ｃ



素の1つとして有する関連物質（そ

の塩及びポリマーを含む。） 

Ｆ２―Ｘ′（Ｘ′＝ 任意の基

（塩を含む。）） 

・ペルフルオロオクタンスル

ホン酸及びその誘導体（Ｃ８

Ｆ１７ＳＯ２Ｘ（Ｘ＝ ＯＨ、

金属塩（Ｏ-Ｍ+）、ハロゲン

化物、アミド、及びポリマー

を含むその他の誘導体）） 

短鎖塩素化パラフィンとは、炭素数が１０から１３までのものであっ

て、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。 

トリブチルスズ化合物とは、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、ト

リブチルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリラート、トリ

ブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルスズ＝クロリド、トリブチル

スズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝ナフテナートを含む全てをい

う。 

化学物質の審

査及び製造等

の規制に関す

る法律（昭和4

8年法律第117

号）第２条第

２項に規定す

る第一種特定

化学物質 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第２条第２項に規定す

る第一種特定化学物質及びこれを含有する混合物又は製剤 

ポリ塩化ビフェニルが使用されてい

る以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動油 

② 接着剤（動植物系のものを除

く。）、パテ及び閉そく用又はシー

リング用の充填料 

③ 塗料（水系塗料を除く。）、印

刷用インキ及び感圧複写紙 

④ 液体を熱媒体とする加熱用又は

冷却用の機器 

⑤ 油入変圧器並びに紙コンデンサ

ー、油入コンデンサー及び有機皮膜

コンデンサー 

⑥ エアコンディショナー、テレビ

ジョン受信機及び電子レンジ 

 

ポリ塩化ナフタレンとは、塩素数が２以上のものに限る。 

ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以

上のものに限る。）が使用されてい

る以下の製品を含む。 

① 潤滑油及び切削油 

② 木材用の防腐剤、防虫剤及びか

び防止剤 

③ 塗料（防腐用、防虫用又はかび

防止用のものに限る。） 

 

ヘキサクロロベンゼン、アルドリ

ン、ディルドリン、エンドリン、Ｄ

 



ＤＴ、クロルデン類、トキサフェン

又はマイレックス、ペンタクロロベ

ンゼン、アルファ－ヘキサクロロシ

クロヘキサン、ベータ－ヘキサクロ

ロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサ

クロロシクロヘキサン、クロルデコ

ンが使用されている農薬取締法（昭

和２３年法律第８２号）第２条第１

項に規定する農薬を含む。 

ヘキサクロロベンゼン、アルドリ

ン、ディルドリン、エンドリン、Ｄ

ＤＴ、クロルデン類、トキサフェン

又はマイレックス、ＰＦＯＳ又はそ

の塩、ペンタクロロベンゼン、アル

ファ－ヘキサクロロシクロヘキサ

ン、ベータ－ヘキサクロロシクロヘ

キサン、ガンマ－ヘキサクロロシク

ロヘキサン、クロルデコンが使用さ

れている医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和３５年法律第１４５

号）第２条第１項に規定する医薬

品、同条第２項に規定する医薬部外

品又は同条第４項に規定する医療機

器を含む。 

 

アルドリン及びＤＤＴが使用されて

いる以下の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤及びか

び防止剤 

② 塗料（防腐用、防虫用又はかび

防止用のものに限る。） 

 

ディルドリンが使用されている以下

の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤及びか

び防止剤 

② 塗料（防腐用、防虫用又はかび

防止用のものに限る。） 

③ 羊毛（脂付き羊毛を除く。） 

 

クロルデン類が使用されている以下

の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤及び防虫剤 

② 木材用の接着剤 

 



③ 塗料（防腐用又は防虫用のもの

に限る。） 

④ 防腐木材及び防虫木材 

⑤ 防腐合板及び防虫合板 

マイレックスが使用されている木材

用の防虫剤を含む。 

 

ＰＦＯＳ又はその塩が使用されてい

る以下の製品を含む。 

① 航空機用の作動油 

② 糸を紡ぐために使用する油剤 

③ 金属の加工に使用するエッチン

グ剤 

④ 圧電フィルタ又は半導体の製造

に使用するエッチング剤 

⑤ メッキ用の表面処理剤及びその

調製添加剤 

⑥ 半導体の製造に使用する反射防

止剤 

⑦ 半導体用のレジスト 

⑧ 研磨剤 

⑨ 消火器、消火器用消火薬剤及び

泡消火薬剤 

⑩ 防虫剤（しろあり又はありの防

除に用いられるものに限る。） 

⑪ 業務用写真フィルム 

⑫ 印画紙 

 

テトラブロモジフェニルエーテルが

使用されている以下の製品を含む。 

① 塗料 

② 接着剤 

 

ペンタブロモジフェニルエーテルが

使用されている以下の製品を含む。 

① 塗料 

② 接着剤 

 

ヘキサブロモシクロドデカンが使用

されている以下の製品を含む 

① 防炎性能を与えるための処理を

した生地 

②  生地に防炎性能を与える

ための調製添加剤 

③ 発泡ポリスチレンビーズ 

④ 防炎性能を与えるための処理を

したカーテン 

 



ペンタクロロフェノール又はその塩

若しくはエステルが使用されている

以下の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤及びか

び防止剤 

② 防腐木材、防虫木材及びかび防

止木材 

③ 防腐合板、防虫合板及びかび防

止合板 

④ にかわ 

 

ポリ塩化直鎖パラフィンとは、炭素数が１０から１３までのものであ

って、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。 

ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が

１０から１３までのものであって、

塩素の含有量が全重量の４８パーセ

ントを超えるものに限る。）が使用

されている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動油 

② 生地に防炎性能を与えるための

調製添加剤 

③ 樹脂用又はゴム用の可塑剤 

④ 塗料（防水性かつ難燃性のもの

に限る。） 

⑤ 接着剤及びシーリング用の充塡

料 

⑥ 皮革用の加脂剤 

 

デカブロモジフェニルエーテルが使

用されている以下の製品を含む。 

① 防炎性能を与えるための処理を

した生地 

② 生地、樹脂又はゴムに防炎性能

を与えるための調製添加剤 

③ 接着剤及びシーリング用の充塡

料 

④ 防炎性能を与えるための処理を

した床敷物 

⑤ 防炎性能を与えるための処理を

したカーテン 

⑥ 防炎性能を与えるための処理を

した旗及びのぼり 

 

ペルフルオロアルカン酸とは、構造が分枝であって、炭素数が８のも

のに限る。 



ＰＦＯＡ若しくはペルフルオロアル

カン酸（構造が分枝であって、炭素

数が８のものに限る。）又はこれら

の塩が使用されている以下の製品を

含む。 

① 耐水性能又は耐油性能を与える

ための処理をした紙 

② はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした生地 

③ 洗浄剤 

④ 半導体の製造に使用する反射防

止剤 

⑤ 塗料及びワニス 

⑥ はつ水剤及びはつ油剤 

⑦ 接着剤及びシーリング用の充塡

料 

⑧ 消火器、消火器用消火薬剤及び

泡消火薬剤 

⑨ トナー 

⑩ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした衣服 

⑪ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした床敷物 

⑫ 床用ワックス 

⑬ 業務用写真フィルム 

 

ペルフルオロオクタン酸関連物質とは、ペルフルオロオクチル＝ヨー

ジド、８：２フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律施行令第１条第１項第３５号ハの規定に基づき

化学物質を定める省令（令和６年厚生労働省、経済産業省、環境省令

第４号）に規定するものをいう。 

ペルフルオロオクタン酸関連物質が

使用されている以下の製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした生地 

② 消泡剤 

③ はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及

び繊維保護剤 

④ 光ファイバー及びそのコーティ

ング剤 

⑤ 消火器、消火器用消火薬剤及び

泡消火薬剤 

⑥ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした衣服 

 



⑦ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした床敷物 

⑧ 床用ワックス 

ペルフルオロ（アルカンスルホン酸）とは、構造が分岐であって、炭

素数が６のものに限る。 

ＰＦＨｘＳ若しくはペルフルオロ

（アルカンスルホン酸）（構造が分

枝であって、炭素数が６のものに限

る。）又はこれらの塩が使用されて

いる以下の製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした生地 

② 金属の加工に使用するエッチン

グ剤 

③ 半導体の製造に使用するエッチ

ング剤 

④ メッキ用の表面処理剤及びその

調製添加剤 

⑤ 半導体の製造に使用する反射防

止剤 

⑥ 半導体用のレジスト 

⑦ はつ水剤、はつ油剤及び繊維保

護剤 

⑧ 消火器、消火器用消火薬剤及び

泡消火薬剤 

⑨ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした衣服 

⑩ はつ水性能又ははつ油性能を与

えるための処理をした床敷物 

 

ＵＶ－３２８が使用されている以下

の製品を含む。 

① 潤滑油 

② 樹脂に紫外線を吸収する性能を

与えるための調製添加剤 

③ 塗料及びワニス 

④ 接着剤、テープ及びシーリング

用の充塡料 

 

デクロランプラスが使用されている

以下の製品を含む。 

① 潤滑油 

② 樹脂に防炎性能を与えるための

調製添加剤 

③ 電子機器及び電気機器の部品 

 



④ シリコーンゴム 

⑤ 接着剤及びテープ 

３５ 

の４ 

水銀に関する

水俣条約第３

条１（ａ）に

規定する水銀 

水銀と他の物質との混合物（水銀の合金を含む。）であって、水銀の

濃度が全重量の９５パーセント以上であるものを含む。 

 蛍光ランプ及び水銀ランプ等

の水銀が使用されている製品

に含まれる水銀を除く。 

水銀による環

境の汚染の防

止に関する法

律（平成二十

七年法律第四

十二号）第二

条第一項に規

定する特定水

銀使用製品 

 水銀を含まない実現可能な代

替製品によって交換すること

ができない場合における電子

ディスプレイ専用に設計され

た冷陰極蛍光ランプ又は外部

電極蛍光ランプであって、他

の貨物の部分をなしているも

の（貨物の主体が他の貨物で

ある場合に限る。）であっ

て、当該貨物と分離しがたい

状態にあり、かつ、その状態

において主たる貨物の用途以

外の用途に用いることができ

ないものを除く。 

これを部品と

して使用する

製品 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① 特定水銀使用製品が取り

外されている状態のもの 

② 水銀を含まない実現可能

な代替製品によって交換する

ことができない場合における

電子ディスプレイ専用に設計

された冷陰極蛍光ランプ又は

外部電極蛍光ランプを部品と

して使用する製品（①を除

く。） 

３５の

５ 

千九百七十二

年の廃棄物そ

の他の物の投

棄による海洋

汚染の防止に

関する条約の

千九百九十六

年の議定書附

属書一４・１

に規定する処

分 

ロンドン議定書第１条４．１に規定

する投棄のうち、次のいずれかに該

当するものであって、海底下の地層

への処分をいう。 

①廃棄物その他の物を船舶、航空機

又はプラットフォームその他の人

工海洋構築物から海洋へ故意に処

分すること。 

②廃棄物その他の物を船舶、航空機

又はプラットフォームその他の人

ロンドン議定書第１条４．

２．１前段及び４．３に規定

する次に該当する処分を除

く。 

①船舶、航空機又はプラット

フォームその他の人工海洋

構築物及びこれらのものの

設備の通常の運用に付随

し、又はこれに伴って生ず

る廃棄物その他の物を海洋

へ処分すること。 

②海底鉱物資源の探査、開発



 

［付表２］２－１－１の３（４）輸出令別表第２の３第一号の二の解釈の表 

工海洋構築物から海底及びその下

に貯蔵すること。 

及びこれらに関連する沖合

における加工から直接に生

じ、又はそれらと関連を有

する廃棄物その他の物を処

分し、及び貯蔵すること。 

同 附 属 書 一

１・７に規定

する二酸化炭

素を含んだガ

ス 

二酸化炭素を隔離するための二酸化炭素の回収工程から生ずる二酸化

炭素を含む液体を含む。 

３８ かすみ網 はり網の棚糸を有するものをいう。 

４０ 反  乱 外国政府に対する反乱を含む。  

４３ 重要美術品 旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

（昭和８年法律第４３号）の第２条

第１項の規定により認定されたもの

又はこれと同等以上の価値を有する

ものをいう。 

 

輸出令

別表第

２の３

第一号

の二 

輸出令別表第

２の３中解釈

を要する語 

 

解      釈 

イ 混合物 化粧品、シャンプー、調製界面活性剤、インキ、ペイント、接着剤、

調製不凍液又は調製潤滑剤等であって、個人的使用のため小売用の包

装（瓶、缶、チューブ等に詰められたもの）にしたものを除く。 

別表第２の３

貨物省令第一

条中の物質 

以下の物質の名称に併記する（ 

） 内 の 米 国 化 学 会 の CAS （

Chemical Abstracts Service）登

録番号のものを含む。 

カプサイシン（404-86-4）、ジヒ

ドロカプサイシン（19408-84-

5）、ホモカプサイシン（58493-

48-4）、ホモジヒドロカプサイシ

ン（20279-06-5）、ノルジヒドロ

カプサイシン（28789-35-7）、シ

ス−４−アセチルアミノジシクロヘ

キシルメタン（37794-87-9） 

 

ロ 製造に用いら

れる装置 

製造に用いることができる装置をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第一号中の

内容物が漏れない構造であるもの

をいい、次のいずれかに該当する

ものを含む。 

 



反応器 イ バッチ式反応器 

ロ フロー式反応器 

ハ 半回分式反応器 

別表第２の３

貨物省令第二

条第一号の二

中の連続式の

反応器 

原料物の受入、内容物の反応及び生成物の出口における回収を連続し

て行うことができるものであって、出口と入口の配管取り付けノズル

を備え、複数の機器で構成されるものをいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第一号の二

中の部分品 

組立品であって、流体モジュー

ル、ポンプ、バルブ、充填層、か

くはん機、圧力計及び液―液分離

装置を含む。 

 

別表第２の３

貨物省令第二

条第二号中の

貯蔵容器 

密閉状態で貯蔵できるものをいう。 

 次のいずれかに該当するものを除

く。 

イ 他の貨物を運搬するために使

用されるものとして輸入したも

のであって、輸入した後返送の

ため輸出するもの（無償のもの

に限る。） 

ロ 他の貨物を運搬するために使

用されるものとして輸出するも

のであって、輸出した後輸入す

べきもの（無償のものに限

る。） 

別表第２の３

貨物省令第二

条第六号中の

呼び径 

内容物が弁に入る接続端と弁から出る接続端のいずれか小さい方の接

続端の呼び径をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第七号中の

シールレスポ

ンプ 

内容物が漏れない構造であるものをいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

最高規定吐出

し量が１時間

につき１立方

メートルを超

えるもの 

温度が摂氏０度かつ圧力が１０１．３０キロパスカルの状態における

最高規定吐出し量で、１時間につき１立方メートルを超えるものをい

う。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

ケーシング 

弁箱（別名ボディともいう。）をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

ケーシングと共に弁の部分品として用いられ、ケーシングを内容物と

接触させないためのものをいう。 



条第八号中の

ケーシングラ

イナー 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

内容物 

当該装置で制御又は誘導する化学物質（混合物を含む。）をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

内容物と接触

するすべての

部分 

内容物の漏れ防止のために用いられる交換可能な部分（ガスケット、

パッキング、ねじ、シール、ワッシャー等をいう。）以外で内容物と

接触する全ての部分をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

ふっ素重合体 

ふっ素の含有量が全重量の３５パーセントを超えるふっ素重合体（ゴ

ム状のものを含む。）をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中の

カーボングラ

ファイト 

非結晶質炭素と黒鉛から構成されたものであって、黒鉛を重量濃度８

パーセント以上含有したものをいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第八号中タ

ンタル合金、

チタン合金、

ジルコニウム

合金、ニオブ

合金 

重量比でそれぞれタンタル、チタン、ジルコニウム又はニオブの含有

量が他の成分のいずれよりも多い合金をいう。 

別表第２の３

貨物省令第二

条第十号中の

部分品及び附

属装置 

 他の用途に用いることができるも

のを除く。 

ハ 製造に用いら

れる装置 

製造に用いることができる装置をいう。 

物理的封じ込

めに用いられ

る装置 

物理的封じ込めに用いることができる装置をいう。 

物理的封じ込

め施設におい

て用いられる

防護のための

装置 

物理的封じ込め施設において用いることができる防護のための装置を

いう。 



 

［付表３］２－１－１の３（５）輸出令別表第２の３第二号の解釈の表 

別表第２の３

貨物省令第三

条第二号中発

酵槽 

バイオリアクター、ケモスタット又は連続培養方式を含む発酵装置を

いう。 

別表第２の３

貨物省令第三

条第二号及び

第三号中生物

系材料 

ウイルス、細菌、毒素、毒素のサブユニット、細菌又は菌類、病原性

を発現させるもの又は遺伝子をいう。 

別表第２の３

貨物省令第三

条第三号中遠

心分離機 

デカンターを含む。  

輸 出 令

別 表 第

２ の ３

第二号 

輸出令別表 

第２の３中

解釈を要す

る語 

 

解           釈 

 

（１） 

 

 

 

 

エネルギー

密度 

平均出力（Ｗ）に放電時間（ｈ）を乗じて得た数値を、セルの質量

（ｋｇ）で除した数値をいい、公称電圧にアンペア時間で表した公称

容量を乗じて得た数値を、キログラムで表した質量で除すことで計算

される。公称容量が示されていない場合のエネルギー密度は、公称電

圧を二乗して得た数値に、時間で表した放電時間を乗じ、かつ、オー

ムで表した放電負荷とキログラムで表した質量で除して計算すること

とする。 

セル 電気化学デバイスであって、正極、負極及び電解質を有し、かつ、電

気エネルギー源であるもののうち、バッテリーの基本的な構成部品で

あるものをいう。 

一次セル 外部電源から充電できるように設計されていないものをいう。 

二次セル 外部電源から充電できるように設計されているものをいう。 

超電導電磁

石 

 医療用の磁気共鳴画像診断のために設計した

ものを除く。 

（２） アナログ方

式のオシロ

スコープの

部分品 

特別に設計した以下の

部品を含む。 

イ プラグインユニッ 

ト 

ロ 外部アンプ 

ハ プリアンプ 

ニ サプリングデバイ

ス 

ホ 陰極線管 

他の用途に用いることができるものを除く。 



（３） 別表第２の

３貨物省令

第６条第三

号中の部分

品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（４） 別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号中の装置 

イメージングデバイ

ス、光電子素子、弾性

波デバイスのようなそ

の他のデバイスの製造

に使用される装置、又

はこれらの製造で使用

するために改造した装

置を含む。 

 

材料の加工

装置 

 材料の加工装置であって、特別に設計した石

英製の炉管、炉ライナー、パドル（攪拌

棒）、ボート（特別に設計した籠入れ方式の

ボートを除く。）、バブラー、カセット又は

るつぼを除く。 

結晶の引上

げ装置及び

炉 

 拡散炉及び酸化炉を除く。 

バッチ方式 単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したものではない装置で

あって、同時に２枚以上のウエハーを加工することができるものをい

う。 

単一ウエハ

ー方式 

単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したものをいう。 

エッチングパラメータ

が各個別のウエハーに

ついて独立して決定で

きるものであって、複

数のウエハーを装填し

加工することができる

装置を含む。 

 

化学的気相

成長装置 

 減圧気相成長（LPCVD 装置）、反応性スパッ

タリング法を用いた装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号イ（十）

中の電子ビ

ーム装置 

 電子ビーム蒸着装置及び汎用の走査型電子顕

微鏡を除く。 

ウエハーの

表面仕上げ

 半導体ウエハーの表面平坦化のために行う片

面のラッピング研磨装置を除く。 



装置 

マスク 電子ビーム、エックス線、紫外線、可視光の露光装置で使用されるも

のをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（四）

１及び２中

の装置 

 写真光学方式を用いたマスク製造装置であっ

て、1980 年１月１日以前に商業用のものと

して入手できたもの又は同等以下の性能を有

するものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（五）

中の検査装

置 

 汎用の走査型電子顕微鏡を除く（ただし、自

動パターン検査用に特別に設計し、又は改造

したものを除く。）。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（六）

中の露光装

置 

 光学方式の接触型及び近接型のマスク整列露

光装置又は接触型の画像転写装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（七）

中の装置 

電子ビーム、イオンビーム又はＸ線装置であって直接描画方式のもの

は、別表第２の３貨物省令第７条第二号イ（十）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ハ中の集

積回路の組

立用の装置 

 汎用の抵抗スポット溶接機を除く。 

（５） 別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号中の試験

装置及び検

査装置 

半導体素子以外（イメ

ージングデバイス、光

電子素子、弾性波デバ

イスなど）の検査若し

くは試験に使用される

装置又はこれらの検査

若しくは試験で使用す

るために改造した装置

を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

 汎用の走査型電子顕微鏡（自動パターン検査

用に特別に設計し、又は改造したものを除



第８条第二

号イ中の検

査装置 

く。）を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ（一）

中の半導体

素子 

光電池及び太陽電池を

含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ（二）

中の試験対

象 

 次のいずれかに該当するものの試験を行うた

めに特別に設計したものを除く。 

イ メモリー 

ロ 家庭用及び娯楽用の組立品又は電子組立

品など 

ハ 貨物等省令第六条第一号から第八号の四

まで又は別表第２の３貨物省令第４条イに

該当しない電子機器の部品、部分品、組立

品及び集積回路（当該試験装置が使用者に

よるプログラムの書換えが可能な計算装置

を組込んでいないものに限る。）。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ（二）

１及び２中

のパターン

レート 

試験装置の最大デジタル動作周波数をいう。試験装置が非多重モード

において転送することができる最大データ速度に等しい。試験速度、

最大デジタル周波数又は最大デジタル速度ともいう。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ホ中のレ

ーザーシス

テム及び電

子ビーム試

験装置 

 走査型電子顕微鏡を除く（電源を入れた半導

体素子の非接触プローブのために特別に設計

し、その機能を備えたものを除く。）。 

（７） 別表第２の

３貨物省令

第１０条中

の電子計算

機及びその

附属装置 

 次のいずれかに該当するものを除く。 

イ 他の装置に内蔵されたものであって、

当該他の装置を稼働するために必要不可

欠であるもののうち、当該他の装置の主

要な要素（他の装置に内蔵されている電

子計算機又は附属装置の購入価格が当該

他の装置の販売価格の 35％を超えるこ

とをいう。）となっていないもの 



ロ 他の装置に内蔵されたものであって、

当該装置を稼働するために必要不可欠で

あるもののうち、その機能が当該装置の

信号処理又は画像強調に限定されている

もの 

ハ 輸出令別表第 1 の９の項（１）から

（３）まで、（５）から（５の５）ま

で、又は輸出令別表第２の３第二号

（８）に掲げる貨物のいずれかに内蔵さ

れたものであって、当該装置を稼働する

ために必要不可欠であるもの 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

一号中の附

属装置並び

にこれらの

部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

三号中の電

子計算機 

電子組立品及びプログラム可能な内部接続であって、加重最高性能

（APP）が別表第２の３貨物省令第１０条第二号に該当しないものの

うち、装置に組み込まれていない電子組立品として出荷されるものに

限る。 

 イ 電子組立品であって、その設計内容によ

り別表第２の３貨物省令第１０条第七号に

該当する部品として使用するように設計し

たものを除く。 

ロ デジタル電子計算機又はそれに関連する

計算機の最大性能が別表第２の３貨物省令

第１０条第二号を超えないように設計又は

改修したものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

六号中の附

属装置 

 内部相互接続機器（バックプレーン、バスな

ど）、受動的なデータ転送接続機器、ローカ

ルエリアネットワーク用機器又は通信チャネ

ルコントローラーを除く。 

他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

七号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（８） 

 

 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

次のイからヲのいずれかに該当するもの又はこれらを組み合わせたも

のからなるものであって、次のワからレのいずれかに該当するものを

伝送路とする単一又は複数チャネルの通信で使用するように設計した



 

 

 

 

 

 

 

 

二号中の伝

送通信装置 

もの 

イ 無線装置（例えば、送信機、受信機及び送受信機） 

ロ 回線終端装置 

ハ 中継増幅器 

ニ 中継装置 

ホ 再生中継装置 

ヘ 符号変換装置（トランスコーダ） 

ト 多重化装置（統計的多重化を含む。） 

チ 変調器/復調器（モデム） 

リ 多重変換装置（CCITT 勧告 G701 参照） 

ヌ プログラム内蔵方式によるデジタル相互接続装置 

ル ゲートウェイ及びブリッジ 

ヲ メディアアクセスユニット 

ワ 電線（回線） 

カ 同軸ケーブル 

ヨ 光ファイバーケーブル 

タ 電磁放射 

レ 水中の音波伝播 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号イに掲

げる貨物 

 民間用の人工衛星システムに組み込まれて用

いられるように特別に設計した装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号ニ中の

装置 

ローカルエリアネットワーク用の装置を組み込んでいる場合は、全て

の通信インタフェースを対象とする。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二 号 ホ

（二）中の

アナログ伝

送方式を用

いたもので

あって、帯

 商用テレビを除く。 



域幅が四五

メガヘルツ

を超えるも

の 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二 号 へ

（一）及び

（二）中の

無線送信機

又は無線受

信機 

 国際電気通信連合が割り当てた 26.5GHzから

31GHz までの間の周波数帯域に適合する民生

用の装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二 号 へ

（ 三 ） ～

（六）中の

無線送信機

又は無線受

信機 

 民間用の人工衛星システムに組み込まれて用

いられるように特別に設計した装置を除く。 

国際電気通信連合が定める周波数範囲のみ使

用できるもののうち、960 MHz以下の周波数

で使用できるように設計したもの又は総合伝

送速度が 8.5M ビット毎秒以下のものを除

く。 

プログラム

内蔵方式の

電子式交換

装置 

交換機能を有するデジ

タル入出力の統計的な

多重化装置を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号ハ中の

多重レベル

の優先権及

びプリエン

プション 

 単一レベルの呼のプリエンプションを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

 規制値を超えないポート又は回線のものを除

く。 



三号チ中の

パケット交

換機又はル

ーター 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三 号 チ

（一）中の

通信制御装

置 

 別表第２の３貨物省令第１１条第二号イで

個々に規制されない通信チャネルのみから構

成される多重化複合リンクを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

五号中のト

ラフィック

制御 

統計的なトラフィック

条件の予測機能として

のトラフィック制御を

含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

六号中のフ

ェーズドア

レーアンテ

ナ 

 国際民間航空機関の標準（マイクロ波着陸シ

ステム（MLS））に準拠する計器を有する着

陸管制システムを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

七号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

八号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（１１） 別表第２の

３貨物省令

第１４条中

の暗号装置 

貨物等省令第８条第九号に基づいて判定する。 

 貨物等省令第２１条第１項第九号又は同項第

九号の二に該当するプログラムのみにより第

８条第九号から第十一号までのいずれかに該

当する貨物の有する機能と同等の機能を実現

するものを除く。 

（１２） 別表第２の

３貨物省令

 他の用途に用いることができるものを除く。 



第１５条中

の部分品 

（１３） 別表第２の

３貨物省令

第１６条第

一号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（１５） 別表第２の

３貨物省令

第１８条中

の光学フィ

ルター 

 固定式のエアギャップ型フィルター又はリオ

フィルターを除く。 

（１６） 別表第２の

３貨物省令

第１９条第

五 号 ロ

（二）中の

持続波レー

ザー発振器 

 多重横モードで発振する産業用レーザー発振

器であって、定格出力が 2kW 以下のものの

うち、総重量が 1,200kg を超えるものを除

く。総重量には、レーザー発振器を機能させ

るために必要なすべての部分品（例えば、レ

ーザー発振器、電源、熱交換器）を含み、ビ

ーム調整及びビームデリバリーのための外部

の光学器械又は光学部品を除く。 

（１７） 別表第２の

３貨物省令

第２０条第

一号中の感

度 

機器固有のノイズフロア（測定可能な最も小さい信号）の二乗平均平

方根をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第２０条第

二号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（１９） 別表第２の

３貨物省令

第２２条第

一号中の部

分品 

 

 

 

 

他の用途に用いることができるものを除く。 

（２１） 別表第２の

３貨物省令

第２４条中

の部分品及

び附属品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（２３） 別表第２の

３貨物省令

第２６条第

光の吸収度合いの低い、光学部品の材料となる物質をいう。 



一号ふっ化

物 

別表第２の

３貨物省令

第２６条第

一号イ中の

ふっ化化合

物 

ふっ化ジルコニウム又

はふっ化アルミニウム

及びこれらの異性体を

含む。 

 

（２４） 別表第２の

３貨物省令

第２７条中

の部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（２６） 別表第２の

３貨物省令

第２９条第

一号中の空

気中で計測

された解像

度 

IEEE規格 208/1960又はこれと同等の規格で定める解像度をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

六号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

七号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

十三号中の

部分品及び

附属品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（２７） 別表第２の

３貨物省令

第３０条第

二号中の部

分品及び附

属品 

 

 

 

 

 

他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

 他の用途に用いることができるものを除く。 



第３０条第

三号中の部

分品 

（２８） 別表第２の

３貨物省令

第３１条第

三号の航空

機用のガス

タービンエ

ンジン及び

その部分品 

 民間航空機に使用することになっている航空

機用のガスタービンエンジン及びその部分品

であって、８年を超える期間において民間航

空機に使用されたものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

三号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

四号の航空

機の部分品 

８年を超える期間にお

いて民間航空機に使用

されたものを含む。 

他の用途に用いることができるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

五号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（２９） 別表第２の

３貨物省令

第３２条の

落下傘 

 スポーツ用のものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３２条中

の部分品及

び附属装置 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（３０） 別表第２の

３貨物省令

第３３条中

の部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（３３） 量子計算機 重ね合わせ、干渉、もつれなど、量子状態の集合的性質を利用して計

算を行うものをいう。 

別表第２の  他の用途に用いることができるものを除く。 



３貨物省令

第３６条第

一号中の部

分品 

量子処理ユ

ニット、量

子ビット回

路、量子ビ

ットデバイ

ス 

超伝導方式、量子アニ

ーリング方式、イオン

トラップ方式、光方

式、シリコン・スピン

方式、冷却原子方式を

含む。 

 

（３５） パウダーベ

ッド方式 

選択的レーザー溶融法（SLM）、直接金属レーザー焼結法（DMLS）、

電子ビーム溶融法（EBM）によるものをいう。 

バインダー

ジェッティ

ング方式 

指向性エネルギー堆積法（DED）によるものをいう。 

エネルギー

材料の製造

用 

超音波押出しを用いた

装置を含む。 

 

液槽光重合

方式 

ステレオリソグラフィ（SLA）、又は、デジタルライトプロセッシン

グ（DLP）によるものいう。 

（３６） 印刷方式 プリンテッドエレクトロニクス又はプリンタブルエレクトロニクスと

もいう。 

（３７） 

 

微小な電気

機械システ

ム 

チップ形式のセンサー

（圧力膜、ベンディン

グビーム又はマイクロ

アジャストデバイスを

含む。）を含む。 

 

（３９） 

 

ポンプ ゲッター型、ターボ分子型、拡散型、クライオ型、イオン型をいう。 

超高真空装

置 

100ナノパスカル以下のものをいう。 

（４０） 極低温用に

設計した冷

却装置 

希釈冷凍機、断熱消磁

冷凍機及びレーザー冷

却システムを含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第４３条第

二号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（４３） 数値制御 数値データ（通常、動作が進行中に読み取られる。）を扱う装置によ

って行われるプロセスの自動制御をいう。（国際規格 ISO２３８２

（２０１５）参照） 

別表第２の 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械にあっては、



３貨物省令

第４６条第

二号中の工

作機械 

可能な全ての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断

すること。 

旋削、フライス削り又は研削の能力に加えて積層造形の能力を有する

工作機械は、関係する規制項目を確認し判断すること。 

輪郭制御 次の必要な位置とその位置に至るための送り速度を規定する命令に従

って動作する２軸以上の数値制御運動をいう。これらの送り速度は互

いに関連して変化するので、必要な輪郭が生成される。（国際規格

ISO２８０６（１９９４）参照） 

輪郭制御を

することが

できる軸数 

輪郭制御をするために同時に関連づけて制御できる補間軸の総数をい

う。 

電子制御装

置 

電子装置であって、工

作機械の有している運

動制御機能と組合わさ

れることにより輪郭制

御をすることができる

ものを含む。 

 

電子制御装

置を取り付

けることが

できるもの 

電子制御装置を実装し

ていない数値制御工作

機械を含む。 

 

直線軸の全

長について

測定したと

きの位置決

め精度［別

表第２の３

貨物省令第

４６条第二

号 ロ

（ 一 ） 、

（二）及び

（三）中の

位置決め精

度の測定方

法］ 

国際規格 ISO２３０／２（２００６）の直線軸に関する測定方法に基

づき、下記の測定要件を追加して測定するものとする。 

イ 測定条件 

（一） 測定の１２時間前及び測定中においては、工作機械及び位置  

決め精度測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。予備測定（慣

らし運転）中に工作機械のスライドは、本測定と同じ方法で周期

的な連続運転を行うこと。ただし、工作機械の機体の温度が室

温、測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態を保ち、か

つ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達していることを確認す

ることができれば、上記条件（測定前に工作機械及び測定装置を

同一環境温度下に置く時間）を満足しなくともよい。 

（二） 工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械的、電

子的又はソフトウェアによる補正を行って測定すること。 

（三） 測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械の位

置決め精度の４倍より良い精度であること。なお、レーザー測定

装置を使用する場合には、温度、気圧、湿度等の影響を避けるた

めに、エアーセンサー及び物体温度センサーを使用した自動補正

又は手動補正を適宜行うこと。 

（四） スライド駆動のための電源は、次のすべてを満足すること。 

１ 電源の電圧変動は、公称電圧のプラスマイナス１０パーセン

ト以下であること。 

２ 周波数変動は、標準周波数のプラスマイナス２ヘルツ以下で



あること。 

３ 停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び測定

を始めから行うこと。 

ロ 測定プログラム 

（一） 位置決め精度の測定中の送り速度（スライドの速度）は、早

送り速度とすること。ただし、鏡面仕上げ用工作機械にあって

は、当該送り速度は、毎分５０ミリメートル以下とすること。 

（二） 位置決め精度の測定は、目標位置へ動くのにその都度出発位

置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタルの

方法で行うこと。 

（三） 一つの軸の位置決め精度の測定中にあっては、測定されてい

ない軸のスライドを可動範囲の中央に置くこと。 

ハ 測定結果の表示方法 

位置決め精度の測定結果の表示には、国際規格 ISO２３０／２（２

００６）の表２（Typical test results）及び図２（Bidirectional 

accuracy and repeatability of positioning）に倣った表及び図を

含み、実際に設定した測定条件及び測定プログラムについても併せ

て表示すること。ただし、Repeatability（R）に関するものの表示

を除く。 

ニ 測定結果の評価方法 

（一） 位置決め精度の数値は、国際規格 ISO２３０／２（２００

６）で記述されている Accuracy（A）の数値とする。 

（二） 位置決め精度の数値は、国際規格 ISO２３０／２（２００

６）に定義される測定の不確かさを考慮に入れない。 

旋削 被加工物を回転させて工具による切削を行うことをいう。 

被加工物を回転させ

て、工具を用いて穴を

くり広げることを含

む。 

 

フライス削

り 

回転工具を用いて切削を行うことをいう。 

回転工具を用いて穴を

くり広げることを含

む。 

 

加工中に中

心線の他の

軸に対する

角度を変更

することが

できるスピ

ンドル 

工具を保持するティルティングスピンドルをいう。 

フライス削り又は研削をすることができる工作機械を対象とする。 

別表第２の

３貨物省令

第４６条第

旋削をすることができる工作機械を対象とする。 



三 号 イ

（二）中の

スピンドル 

回転軸 ３６０度（１回転）以

上回転しない回転軸を

含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第４６条第

四号中の部

分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

両方向位置

決めの繰返

し性 

国際規格 ISO２３０／２（工作機械の試験通則第２部）の２．１１に

規定された手順を使い、この条件の下で求められた軸に沿った又はそ

の周りの任意の位置での繰返し位置決め精度の最大値をいう。 

（４４） クローキン

グ又は適応

型の迷彩に

用いられる

材料 

負の屈折率を持つ材料

（メタマテリアルを含

む。）を含む。 

 

（４５） 印刷方式 プリンテッドエレクトロニクス又はプリンタブルエレクトロニクスと

もいう。 

（４６） 放水砲を用

いた装置 

遠隔操作可能な放水砲

が装備された車両又は

固定されたステーショ

ンであって、野外の暴

動からオペレーターを

防護するように設計さ

れた装甲、飛散防止

窓、金属スクリーン、

ブルバー又はランフラ

ットタイヤ等の機能を

有するものを含む。 

 

（４９） 拘束のため

の器具 

スタンカフ、ショック

ベルト、ショックスリ

ーブ及び拘束椅子等の

身体の複数部位を拘束

する器具を含む。 

医療処置中に患者の動きを拘束するために使

用される医療器具、医療施設において患者の

身体を拘束するための器具、安全ベルト、チ

ャイルドシートその他安全器具を除く。 

（５０） 別表第２の

３貨物省令

第５３条第

一号及び第

二号中の破

砕流体 

その組成は用いられる水圧破砕の手法によって異なり、ゲル状、泡状

又は水ベースの流体となる場合がある。 



別表第２の

３貨物省令

第５３条第

二号中のプ

ロパント 

破砕流体に添加される固形の材料（通常は処理された砂又は人工のセ

ラミック材料）であって、水圧破砕処理中又は処理後に、水圧により

生成された亀裂を支持するために設計されたものをいう。 

（５３） 別表第２の

３貨物省令

第５６条第

三号から第

五号まで及

び第７号中

の部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（５５） 生命又は身

体を防護す

るための装

置 

次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 化学物質、生物系材料及び放射性物質から防護するために設計さ

れたものであって次のいずれかに該当するものとする。 

（一）ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具、これに使用する

ろ過吸収缶、ろ過フィルター並びにこれらの除染を行うための

装置 

（二）防護服、防護手袋及び防護靴 

（三）探知又は識別のための装置 

ロ 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の

装置（貨物等省令第１３条第８項に掲げるものを除く。） 

 化学物質又は生物系材料から防護するために

設計されたものであって、小売用若しくは個

人用に包装されたもの又はラテックス検査用

手袋、ラテックス手術用手袋、液体消毒用石

鹸、使い捨ての手術用無菌布、手術着、手術

用フットカバー、手術用マスクその他医療用

消耗品を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第５８条中

の部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（５６） 放射線写真

用の装置 

エックス線変換器及び

輝尽性蛍光体イメージ

ングプレートを含む。 

 

（５７） 複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相とマト

リックスとからなるものをいう。 

繊維 次のいずれかに該当す

るものを含む。 

イ 連続したモノフィ

ラメント、ヤーン、

ロービング及びトウ 

 



ロ テープ、ファブリ

ック、ランダムマッ

ト及びブレイド 

ハ チョップされた繊

維、ステープルファ

イバー、繊維を集め

て作ったブランケッ

ト 

ニ 単結晶又は多結晶

のウィスカー（あら

ゆる長さのものを含

む。） 

ホ 芳香族ポリアミド

パルプ 

プリプレグ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹脂（熱硬化性樹脂又は熱可塑性

樹脂）又はピッチをマトリックスとして含浸した複合材料成型用の中

間基材（形状は問わない。）であって、加熱、加圧等により成型品に

成型できるものをいう。 

プリフォー

ム 

設計した成型品に近い形状に加工した複合材料成型用の中間基材であ

って、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸したものをいう。 

（５８） 複合材料 （５７）の「複合材料」の解釈に同じ。 

別表第２の

３貨物省令

第６１条第

一号中の比

弾性率 

２３度プラスマイナス２度の温度及び５０パーセントプラスマイナス

５パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メート

ルで表されたヤング率をニュートン毎立方メートルで表された比重量

で除した値をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６１条第

二号中の比

強度 

２３度プラスマイナス２度の温度及び５０パーセントプラスマイナス

５パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メート

ルで表された最大引張り強さをニュートン毎立方メートルで表された

比重量で除した値をいう。 

（５９） ワクチン 人又は動物の疾病を防止するため、接種により免疫の機能を促進する

ためのものであって、製造者又は使用者が所在する国の規制当局の薬

剤規格をもって認可を受けている医薬品で、販売又は臨床試験の実施

の認証を受けているものをいう。 

医療用のワクチンを含

む。 

 

診断用又は

食品検査用

のキット 

診断又は公衆衛生を目的として特別に開発、包装又は販売されたもの

をいう。 

（６０） 別表第２の

３貨物等省

煙火であって、次のい

ずれかに該当するもの

 



令第６３条

第十一号中

の火工品の

うち、民生

用途のため

に設計した

もの 

を含む。 

イ 演劇又は舞台用の

煙火 

ロ 特殊撮影用の煙火 

ハ 観賞用の煙火 

（６１） 診断用又は

食品検査用

のキット 

（５９）の「診断用又は食品検査用のキット」の解釈に同じ。 

別表第２の

３貨物省令

第６４条中

の貨物等省

令第２条第

１項第一号

から第三号

までの化学

物質 

１－１（７）の表の輸出令別表第１の項の欄の３の「解釈」に同じ。 

（６４） 別表第２の

３貨物省令

第６７条中

の自動的に

探知し、か

つ、識別す

るように設

計した電子

式の装置 

設計感度レベル又はオペレーターが選択する感度レベルで爆発物又は

起爆剤を探知する能力を有し、爆発物又は起爆剤が感度レベル以上で

探知された際の自動警報を備えるものをいう。 

次のいずれかの技術を

利用したものを含む。 

イ エックス線の技術

を用いたもの 

ロ 核反応の技術を用

いたもの 

ハ 電磁気の技術を用

いたもの 

スキャンしている品目の無機／有機カラーマ

ッピングのような表示のオペレーターの解釈

に依存する装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第６７条の

部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 

（６５） 別表第２の

３貨物省令

第６８条第

一号中の動

作周波数 

ミリ波、準ミリ波とテラヘルツ周波数の領域として扱われる周波数範

囲にわたるものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６８条の

部分品 

 他の用途に用いることができるものを除く。 



（６６） 別表第２の

３貨物省令

第６９条中

の米国国家

規格協会 

ANSI（American National Standards Institute）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６９条中

の米国軸受

製造者協会 

ABMA（American Bearing Manufacturers Association）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６９条第

一号中の動

作温度 

ガスタービンエンジン

運転後の温度を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第６９条第

二号中の米

国国家規格

協会又は米

国軸受製造

者協会で定

める精度が

Ｃｌａｓｓ

Ａ以上のも

の又はそれ

と同等の精

度を有する

もの 

インチ系で表した米国

国家規格協会若しくは

米国軸受製造者協会で

定める精度がＣｌａｓ

ｓ００のもの又は日本

産業規格Ｂ１５１４－

１で定める精度の等級

が２級のものを含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第６９条第

五号中のふ

っ素重合体 

ポリテトラフルオロエ

チレン（ＰＴＦＥ）を

含む。 

 

（６７） 別表第２の

３貨物省令

第７０条中

の銅及びニ

ッケルの合

金 

銅の合金であって、ニッケルを含むもの（銅を主要な成分として、副

成分としてニッケルを含むもの。）をいう。 

（６９） 可搬型の発

電機 

コンクリートによる基礎の打設、ボルト固定等の据付工事を必要とし

ないものをいう。 



 

［付表４］４－２－２（４）（ニ）輸出令第４条第３項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる

貨物」の解釈 

別表第

２の２

の号 

貨物名 解釈（対象となる関税率表の番号等） 

１ 牛の肉（冷凍したものに限る。） ０２．０２ 

２ 魚のフィレ（冷凍したものであつて、

経済産業大臣が告示で定めるものに限

０３０４．８７のうちまぐろ 

（７１） 別表第２の

３貨物省令

第７４条の

米国歯車製

造業者協会 

AGMA（American Gear Manufacturers Association）をいう。 

（７４） 別表第２の

３貨物省令

第７７条中

の 第 ４ ６

条、第７４

条から第７

６条までに

掲げる貨物

に使用する

ように特に

設計された

もの 

 計測用干渉計システム（閉ループ又は開ルー

プフィードバック機能を有するものを除

く。）であって、レーザー光を用いて工作機

械、測定装置又はこれと同等の装置のスライ

ド運動誤差を測定するものを除く。 

（７５） アイソスタ

チックプレ

ス 

気体、液体、固体粒子等各種媒体を介して密閉された中空容器内を加

圧し、加工物又は材料に容器内のすべての方向から等しい圧力を加え

ることができる装置をいう。 

（８５） オーステナ

イト系ステ

ンレス鋼 

３０４ステンレス鋼及

び３１６ステンレス鋼

以外のオーステナイト

系ステンレス鋼を含

む。 

 

管 継手を含む。  

タンクその

他の容器 

 次のいずれかに該当するものを除く。 

イ 他の貨物を運搬するために使用されるも

のとして輸入したものであって、輸入した

後返送のため輸出するもの（無償のものに

限る。） 

ロ 他の貨物を運搬するために使用されるも

のとして輸出するものであって、輸出した

後輸入すべきもの（無償のものに限る。） 



る。） 

３ キャビア及び魚卵から調製したキャビ

ア代用物 

１６０４．３１、１６０４．３２ 

４ アルコール飲料 ２２．０３から２２．０６まで、２２．０８ 

５ 製造たばこ及び製造たばこ代用品 ２４．０２、２４０３．１１、２４０３．１９ 

６ 香水類及びオーデコロン類 ３３．０３ 

７ 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手

入れ用の調製品（日焼止め用又は日焼

け用の調製品を含み、医薬品を除

く。）及びマニキュア用又はペディキ

ュア用の調製品 

３３．０４ 

８ トランク、スーツケース、携帯用化粧

道具入れ、エグゼクティブケース、書

類かばん、通学用かばんその他これら

に類する容器（外面が革製又はコンポ

ジションレザー製のものに限る。） 

４２０２．１１、４２０２．９１ 

９ ハンドバッグ（外面が革製又はコンポ

ジションレザー製のものに限る。） 

４２０２．２１、４２０２．９１ 

１０ 財布その他のポケット又はハンドバッ

グに通常入れて携帯する製品（外面が

革製又はコンポジションレザー製のも

のに限る。） 

４２０２．３１、４２０２．９１ 

１１ 衣類及び衣類附属品（革製又はコンポ

ジションレザー製のものに限る。） 

４２．０３ 

１２ 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮

製品及び人造毛皮製品 

４３．０３、４３．０４（製品のものに限

る。） 

１３ じゆうたんその他の紡織用繊維の床用

敷物 

５７ 

１３ 

の２ 

つづれ織物（経済産業大臣が告示で定

めるものに限る。） 

つづれ織物であって、以下の輸出統計品目番号

に該当するもの（アメリカ合衆国通貨５００ド

ルに相当する額を超えるものに限る。）に限

る。 

５０．０７、５１．１１から５１．１３まで、

５２０８．４９、５２０９．４９、５２１０．

４９、５２１１．４９、５２１２．１４、５２

１２．２４、５３０９．１９、５３０９．２

９、５３１０．９０、５３．１１、５４０７．

１０から５４０７．３０まで、５４０７．４

３、５４０７．５３、５４０７．６１、５４０

７．６９、５４０７．７３、５４０７．８３、

５４０７．９３、５４０８．１０、５４０８．

２３、５４０８．３３、５５１２．１９、５５

１２．２９、５５１２．９９、５５１３．３

１、５５１３．３９、５５１４．３０、５５．

１５、５５１６．１３、５５１６．２３、５５

１６．３３、５５１６．４３、５５１６．９

３、５７０２．１０、５７０２．２０、５７０

２．５０、５７０２．９１、５７０２．９２、



５７０２．９９、５７０５．００、５８０５．

００、５８０６．２０から５８０６．３９ま

で、５８０７．１０、５８０９．００、５９．

０１、５９．０３、５９０６．９９、５９０

７．００、６２、６３．０１、６３０２．３１

から６３０２．３９まで、６３０２．５１から

６３０２．５９まで、６３０２．９１から６３

０２．９９まで、６３０３．９１から６３０

３．９９まで、６３０４．１９、６３０４．９

２から６３０４．９９まで、６３．０７、６

３．０９に該当するもの 

１３ 

の３ 

磁器製の食卓用品（経済産業大臣が告

示で定めるものに限る。） 

６９１１．１０（食卓用品（アメリカ合衆国通

貨１００ドルに相当する額を超えるものに限

る。）に限る。） 

１４ ガラス製品（鉛ガラス製のものであつ

て、経済産業大臣が告示で定めるもの

に限る。） 

７０１３．２２、７０１３．３３、７０１３．

４１、７０１３．９１、７１．１７（鉛ガラス

製のものに限る。） 

１５ 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、

特定金属（銀、金、白金、イリジウ

ム、オスミウム、パラジウム、ロジウ

ム及びルテニウムをいう。以下同

じ。）及び特定金属を張つた金属並び

にこれらの製品 

７１．０１から７１．１６まで 

１６ 携帯用のデジタル式自動データ処理機

械（少なくとも中央処理装置、キーボ

ード及びディスプレイから成るものに

限る。） 

８４７１．３０ 

１７ マイクロホン及びそのスタンド、拡声

器、ヘッドホン及びイヤホン、マイク

ロホンと拡声器を組み合わせたもの、

可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅

装置 

８５．１８ 

１８ 音声再生機、録音機及びビデオの記録

用又は再生用の機器並びにこれらの部

分品及び附属品 

８５．１９、８５．２１、８５．２２ 

１９ 録音その他これに類する記録用の媒体

（写真用又は映画用のものを除き、録

音その他これに類する記録をしたもの

を含む。） 

８５．２３（８５２３．５２を除く。） 

２０ ビデオカメラレコーダー及びデジタル

カメラ 

８５２５．８１から８５２５．８９まで 

（テレビジョンカメラを除く。）、８８０６．

２１から８８０６．９９まで（ビデオカメラレ

コーダー及びデジタルカメラに限る。） 

２１ ラジオ放送用受信機（無線電話又は無

線電信を受信することができるものを

含む。） 

８５．２７ 

２２ テレビジョン受像機器（カラーのもの

であつて、経済産業大臣が告示で定め

８５２８．４９（カラーのものに限る。）、８

５２８．５９（カラーのものに限る。）、８５



るものに限る。）並びにビデオモニタ

ー（カラーのものに限る。）及びビデ

オプロジェクター 

２８．６９、８５２８．７１（カラーのもので

あって、放送用のものに限る。）、８５２８．

７２（放送用のものに限る。） 

２３ 乗用自動車及び雪上走行用に特に設計

した車両（雪上走行用に特に設計した

車両にあつては、経済産業大臣が告示

で定めるものに限る。） 

８７．０３（８７０３．１０は、雪上走行用に

特に設計した車両に該当するスノーモービル

（アメリカ合衆国通貨２０００ドルに相当する

額を超えるものに限る。）に限る。） 

２４ モーターサイクル（モペットを含

む。）及び補助原動機付きの自転車 

８７．１１（サイドカー（片側に一個の車輪を

有し、また、反対側には自転車又はモーターサ

イクルに取り付けてそれらの側面を走行させる

ための連結器を備えているもの）を除く。） 

２５ ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用

の船舶及びカヌー 

８９．０３（櫓櫂船を除く。） 

２６ 写真機（一眼レフレックスのものに限

る。） 

９００６．５３、９００６．５９ 

２７ 映画用の撮影機及び映写機 ９０．０７ 

２８ 投影機、写真引伸機及び写真縮小機

（映画用のものを除く。） 

９０．０８ 

２９ 映写用又は投影用のスクリーン ９０１０．６０ 

３０ 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計

（ストップウォッチを含む。） 

９１．０１、９１．０２ 

３１ 楽器並びにその部分品及び附属品 ９２ 

３１ 

の２ 

運動用具並びにその部分品及び附属品

（経済産業大臣が告示で定めるものに

限る。） 

６４．０１から６４．０５までに該当するもの

のうち、①から④までのいずれかに掲げるもの

に限る。 

① スケート靴 

本底にアイススケート部品又はローラースケ

ート部品を取り付けることができるように合金

板等が挿入されている靴 

② スキー靴及びスノーボードブーツ 

爪先部分又はかかと部分にスキー及びスノー

ボード締具を取り付けることができるような構

造を有している靴 

③ レスリングシューズ及びボクシングシュー

ズ 

以下（イ）から（ニ）までのすべてに該当す

る靴で、形状、機能等を総合的に判断して、レ

スリング及びボクシングに直接使用することを

目的とするものであると認められる靴 

（イ）平底で、本底の表面がすべり止め成型

されているもの又は本底の表面にすべり止

め素材を使用しているもの 

（ロ）甲の爪先部分若しくはかかと部分の外

面が補強されているもの（材料を問わな

い。）又は甲の一部が本底材との一体成型

により補強されているもの 

（ハ）甲締め部分がひも締めのもの 

（ニ）足入れ口がくるぶし以上まであるもの 



④ スポーツ活動用として製造した履物（スパ

イク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バ

ーその他これらに類する物品を取り付けてあ

るもの及び取り付けることができるものに限

る。） 

例：スパイクシューズ類 

・陸上競技用スパイクシューズ 

・陸上投てき用シューズ 

・野球用スパイクシューズ 

・ゴルフシューズ 

・サッカーシューズ 

・ラグビーシューズ 

・アメリカンフットボールシューズ 等 

注：以下のものは含まれない。 

・ジョギングシューズ 

・テニスシューズ 等 

  ９５．０６ 

３２ 万年筆 ９６０８．３０（製図用のペン（墨汁を使用す

るものに限る。）を除き、 ペン軸の内部に保

持したインクが毛細管現象によりスリットの入

ったペン芯を通じてペン先に持続的に供給され

る構造を持ったペンに限る。） 

３３ 美術品、収集品及びこつとう ９７ 

 

［付表５］ ４－２－２（４）（ニ）輸出令第４条第３項第二号ホ及びチに規定する「別表第２の３

第三号に掲げる貨物」の解釈 

輸出令

別表第

２の３

第三号

の細目 

 

貨物名 

 

解釈（対象となる関税率表の番号等） 

 

イ アルコール飲料及びエチルアルコール ２２．０３、２２．０４（２２０４．２２及

び２２０４．３０を除く。）、２２．０５、

２２．０６、２２０７．１０、２２．０８ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ロ 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び

紙巻たばこ（たばこ又はたばこ代用物か

ら成るものに限る。） 

２４．０２（２４０２．２０を除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 

 

ハ 香水類、オーデコロン類その他の調製香

料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚

の手入れ用の調製品その他の化粧品類 

３３．０３、３３．０４（３３０４．３０を

除く。）、３３０７．９０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ニ トランク、スーツケース、携帯用化粧道

具入れ、エグゼクティブケース、書類か

ばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財

布その他これらに類する容器及びズボン

つりその他の衣類附属品 

４２．０２（４２０２．９２を除く。）、４

２０３．４０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ホ 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製

品 

４３．０３ 

（４万円を超えるものに限る。） 



へ じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷

物 

５７（５７０２．４９を除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 

ト つづれ織物 ５８．０５ 

（４万円を超えるものに限る。） 

チ スキースーツ、水着、絹製のブラウスそ

の他の衣類及び絹製のショールその他の

衣類附属品 

６１１０．３０、６１．１２、６２０６．１

０、６２１１．１１から６２１１．２０ま

で、６２１３．９０、６２１４．１０、６２

１５．１０ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

リ スキー靴、スポーツ用の履物その他の履

物 

６４０１．９２、６４．０２（６４０２．２

０及び６４０２．９１を除く。）、６４．０

３、６４．０４（６４０４．１９を除

く。）、６４０５．１０ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

ヌ 革製その他の材料製の帽子（安全帽子並

びにゴム製及びプラスチック製のものを

除く。） 

６５０６．９９ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

ル 磁器製の食卓用品その他の陶磁製品 ６９．１１、６９．１４ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ヲ ガラス製品（鉛ガラス製のものに限

る。） 

７０１３．２２、７０１３．３３、７０１

３．４１、７０１３．９１ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ワ 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並

びにこれらの製品、銀及び金並びにこれ

らの製品、特定金属（銀及び金を除

く。）の製品並びに特定金属を張つた金

属の製品 

７１．０１、７１０２．１０、７１．０３、

７１０４．９１、７１．０６（７１０６．１

０を除く。）、７１０８．１３、７１．１

３、７１．１４（７１１４．１１を除

く。）、７１１５．９０、７１．１６ 

（金を主たる材料とする物を除き、４万円を

超えるものに限る。） 

カ 船舶推進用エンジン及びその部分品並び

に携帯用の自動データ処理機械（少なく

とも中央処理装置、キーボード及びディ

スプレイから成るものに限る。） 

８４０７．２１、８４０７．２９、８４０

８．１０、８４０９．９１（船舶推進用エン

ジンに使用する部分品に限る。） 

（１３０万円を超えるものに限る。） 

８４７１．３０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ヨ 乗用自動車その他の自動車、モーターサ

イクル（モペットを含む。）、補助原動

機付きの自転車及びサイドカー並びにこ

れらの部分品及び附属品 

８７．０３ 

（６００万円を超えるものに限る。） 

８７．０６（乗用自動車用のものに限

る。）、８７０７．１０ 

（２００万円を超えるものに限る。） 

８７．１１（８７１１．１０を除く。） 

（６０万円を超えるものに限る。） 

８７１４．１０ 

（２０万円を超えるものに限る。） 

タ 呼吸用機器及びガスマスク（機械式部分

及び交換式フィルターのいずれも有しな

い保護用マスクを除く。） 

９０．２０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

レ 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計 ９１．０１、９１１１．１０、９１１１．９



 

  

（ストップウォッチを含み、ケースに特

定金属又は特定金属を張つた金属を使用

したものに限る。）及びその部分品 

０（特定金属（銀、金、白金、イリジウム、

オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテ

ニウムをいう。以下同じ。）又は特定金属を

張った金属を使用したケースの部分品に限

る。）、９１１３．１０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ソ グランドピアノ ９２０１．２０ 

（２０万円を超えるものに限る。） 

ツ 美術品、収集品及びこつとう ９７（金貨その他金を主たる材料とする物を

除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 



別表第１ 

輸出許可等事務の取扱区分 

 

 外為法及び輸出令に基づく輸出許可等（「輸出許可及び輸出の許可の事後審査」をいう。以下同

じ。）の事務は次の区分により行う。 

１ 輸出の許可 

 外為法第４８条第１項及び輸出令第１条第３項の規定に基づく輸出の許可事務は、次の区分に

より行う。 

１－１ 輸出許可申請書の受付け 

輸出許可申請書（｢申請書」という。以下１において同じ。）の受付けは、経済産業局又は沖縄

総合事務局の商品輸出担当課が行う。 

ただし、特に指示をした場合又は本別表１－２－２の規定により安全保障貿易審査課が輸出の

許可事務を行う輸出に係る申請書の受付けは、安全保障貿易審査課（別表第２の１－２－２によ

り、本省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査室（以下

「貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査室」という。）が輸出の承認事務を行う輸出が

含まれているものについては貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査室）が行うことがで

きる。 

１－２ 輸出許可事務の取扱区分 

 輸出の許可事務は、次の区分により行う。 

１－２－１ 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が輸出の許可を行う輸出 

提出書類通達の別表１において「経済産業局」と表記された欄に当たる貨物の輸出（次に掲げ

るものを除く。） 

① 輸出令別表第１又は別表第２に掲げられている貨物であって、１－２－２及び別表第２の別

紙第１において本省が輸出の許可又は承認を行うこととされている貨物を含む輸出契約による

輸出 

② 包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号。以下「取扱要領」

という。）のⅠ４（１）の一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲にお

ける輸出のうち、取扱要領の別表１（６）又は（９）により一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可の効力を失うものとされる輸出 

③ 取扱要領のⅡ４（１）の特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲

における輸出のうち、取扱要領の別表３（１０）又は（１６）により特別一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可の効力を失うものとされる輸出 

１－２－２ 安全保障貿易審査課が輸出の許可事務を行う輸出 

（１）提出書類通達の別表１において「本省」と表記された欄に当たる貨物の輸出及び同表欄外※１

及び※２の貨物の輸出 

（２）１－２－１において経済産業局又は沖縄総合事務局が輸出の許可を行う貨物の対象外となって

いる貨物 

（３）輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出 

（４）別表第１の１－２－１に掲げる輸出であって、外為法第２５条第１項の規定に基づき役務取引

許可（「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項から第４項まで

の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成４年１２月２１日付

け４貿局第４９２号。以下「役務通達」という。）の別紙２－２の１の（２）のイで定める安全

保障貿易審査課が役務取引の許可を行う取引に係るものに限る。）に係る貨物を当該役務取引許

可と同時に申請される許可に係る輸出 



２ 輸出許可証の訂正、変更、分割及び再交付 

輸出許可証の訂正、変更、分割及び再交付の申請の受付け及び事務の区分については、１に定

める輸出の許可の規定を準用する。 

３ 輸出の許可の事後審査 

輸出の許可の事後審査事務は、次の区分により行う。 

３－１ 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課の行う事後審査 

経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課は、それぞれ４に定める管轄区域ごとに別紙

の１に掲げる貨物の輸出（未遂を含む。）について事後審査を行う。 

３－２ 安全保障貿易検査官室の行う事後審査 

安全保障貿易検査官室は、別紙の２に掲げる貨物の輸出（未遂を含む。）及び異例の輸出につ

いて事後審査を行うとともにその総括に関する事務を行う。 

４ 管轄区域 

経済産業局又は沖縄総合事務局は、申請者の店舗又は営業所が次に掲げる区域内にあるものに

ついて、輸出許可等の事務を行う。 

（１） 関東経済産業局所及び横浜通商事務所 

中部経済産業局          全国 

近畿経済産業局及び神戸通商事務所 

（２） 上記以外の経済産業局 経済産業省組織令第１０２条に掲げる管轄区域 

（３） 沖 縄 総 合 事 務 局 内閣府設置法第４４条に掲げる管轄区域 

 

  



別紙 

「い地域①」から「ぬ地域」までの各地域とは、それぞれの地域名の欄において丸印を付した項に該

当する左欄に掲げる国・地域をいう。 

 

国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域① 

は地

域② 

に地

域① 

に地

域② 

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

と地

域③ 

ち地

域 

り地

域 

ぬ地

域 

アイスランド  ○  ○    ○  ○ ○ ○    

アイルランド ○         ○      

アゼルバイジャン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

アフガニスタン   ○  ○ ○   ○    ○   

アメリカ合衆国 ○         ○     ○ 

アラブ首長国連邦   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

アルジェリア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

アルゼンチン ○         ○      

アルバニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

アルメニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

アンゴラ   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

アンティグア・バーブー

ダ 
  ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

○    

アンドラ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

イエメン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

イスラエル   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

イタリア ○         ○     ○ 

イラク   ○  ○ ○   ○    ○   

イラン   ○  ○ ○   ○    ○   

インド   ○ ○    ○  ○ ○   ○ ○ 

インドネシア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

ウガンダ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ウクライナ  ○  ○    ○  ○ ○     

ウズベキスタン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ウルグアイ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

英国 ○         ○     ○ 

エクアドル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

エジプト   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

エストニア  ○  ○     ○ ○ ○     

エスワティニ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

エチオピア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

エリトリア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

エルサルバドル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

オーストラリア ○         ○     ○ 

オーストリア ○         ○      

オマーン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

オランダ ○         ○      

ガーナ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カーボベルデ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ガイアナ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カザフスタン  ○   ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カタール   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カナダ ○         ○      

ガボン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カメルーン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    



国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域① 

は地

域② 

に地

域① 

に地

域② 

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

と地

域③ 

ち地

域 

り地

域 

ぬ地

域 

ガンビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

カンボジア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

北朝鮮   ○   ○ ○  ○    ○   

北マケドニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ギニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ギニアビサウ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

キプロス  ○  ○     ○ ○ ○ ○    

キューバ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ギリシャ ○         ○      

キリバス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

キルギス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

グァテマラ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

クウェート   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

クック諸島   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

グレナダ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

クロアチア  ○  ○     ○ ○ ○     

ケニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コートジボワール   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コスタリカ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コソボ   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

コモロ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コロンビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コンゴ共和国   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

コンゴ民主共和国   ○  ○ ○   ○    ○   

サウジアラビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

サモア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

サントメ・プリンシペ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ザンビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

サンマリノ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

シエラレオネ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ジブチ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ジャマイカ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ジョージア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

シリア   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

シンガポール   ○  ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ 

ジンバブエ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

スイス ○         ○      

スウェーデン ○         ○     ○ 

スーダン   ○  ○ ○   ○    ○   

スペイン ○         ○      

スリナム   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

スリランカ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

スロバキア  ○  ○     ○ ○ ○     

スロベニア  ○  ○     ○ ○ ○     

セーシェル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

赤道ギニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

セネガル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

セルビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

セントクリストファー・

ネービス 
  ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

○    



国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域① 

は地

域② 

に地

域① 

に地

域② 

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

と地

域③ 

ち地

域 

り地

域 

ぬ地

域 

セントビンセント及びグ

レナディーン諸島 
  ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

○    

セントルシア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ソマリア   ○   ○ ○  ○    ○   

ソロモン諸島   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

タイ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

大韓民国 ○         ○      

台湾   ○   ○ ○  ○ ○ ○     

タジキスタン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

タンザニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

チェコ ○         ○      

チャド   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

中央アフリカ   ○  ○ ○   ○    ○   

中華人民共和国   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

チュニジア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

チリ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ツバル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

デンマーク ○         ○      

ドイツ ○         ○     ○ 

トーゴ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ドミニカ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ドミニカ共和国   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

トリニダード・トバゴ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

トルクメニスタン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

トルコ  ○  ○    ○  ○ ○     

トンガ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ナイジェリア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ナウル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ナミビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ニウエ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ニカラグア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ニジェール   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ニュージーランド ○         ○      

ネパール   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ノルウェー ○         ○      

バーレーン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ハイチ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

パキスタン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

バチカン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

パナマ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

バヌアツ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

バハマ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

パプアニューギニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

パラオ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

パラグアイ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

バルバドス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ハンガリー ○         ○      

バングラデシュ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

東ティモール   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

フィジー   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    



国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域① 

は地

域② 

に地

域① 

に地

域② 

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

と地

域③ 

ち地

域 

り地

域 

ぬ地

域 

フィリピン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

フィンランド ○         ○      

ブータン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ブラジル  ○   ○ ○  ○  ○ ○ ○    

フランス ○         ○     ○ 

ブルガリア ○         ○      

ブルキナファソ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ブルネイ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ブルンジ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ベトナム   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

ベナン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ベネズエラ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ベラルーシ   ○  ○ ○   ○    ○   

ベリーズ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ペルー   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ベルギー ○         ○      

ポーランド ○         ○      

ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ 
  ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

○    

ボツワナ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ボリビア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ポルトガル ○         ○      

香港   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ホンジュラス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マーシャル諸島   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マカオ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マダガスカル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マラウィ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マリ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

マルタ  ○  ○     ○ ○ ○     

マレーシア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

ミクロネシア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

南アフリカ共和国  ○   ○ ○  ○  ○ ○     

南スーダン   ○   ○ ○  ○    ○   

ミャンマー   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

メキシコ  ○  ○     ○ ○ ○     

モーリシャス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モーリタニア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モザンビーク   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モナコ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モルディブ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モルドバ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モロッコ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

モンゴル   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 

モンテネグロ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ヨルダン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ラオス   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ラトビア  ○  ○     ○ ○ ○     

リトアニア  ○  ○     ○ ○ ○     

リビア   ○  ○ ○   ○    ○   



国・地域 

地域名 

い地

域① 

い地

域② 

ろ地

域 

は地

域① 

は地

域② 

に地

域① 

に地

域② 

ほ地

域 

へ地

域 

と地

域① 

と地

域② 

と地

域③ 

ち地

域 

り地

域 

ぬ地

域 

リヒテンシュタイン   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

リベリア   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

ルーマニア  ○  ○     ○ ○ ○     

ルクセンブルク ○         ○      

ルワンダ   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

レソト   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○    

レバノン   ○  ○ ○   ○    ○   

ロシア   ○  ○ ○   ○    ○   

その他の地域   ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○    

 

  



別表第２ 

輸出承認等事務の取扱区分 

輸出令に基づく輸出承認等（「輸出の承認及び輸出の承認の事後審査」をいう。以下同じ。）の

事務は次の区分により行う。 

１ 輸出の承認 

 輸出令第２条第１項の規定に基づく輸出の承認事務は、次の区分により行う。 

１－１ 輸出承認申請書の受付け 

輸出承認申請書（｢申請書」という。以下１において同じ。）の受付けは、経済産業局又は沖縄

総合事務局商品輸出担当課が行う。 

ただし､本別表１－２－２の規定により貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査室が輸出

の承認事務を行う輸出に係る申請書の受付けは、貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査

室が行うことができる。 

１－２ 輸出承認事務の取扱区分 

輸出の承認事務は、次の区分により行う。 

１－２－１ 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が輸出の承認を行う輸出 

（１）別紙第１において当該経済産業局又は沖縄総合事務局が輸出の承認を行うこととされている貨

物の輸出（輸出令別表第１及び第２に掲げられている貨物で別表第１及び別紙第１において本省

が輸出の許可又は承認を行うこととされている貨物を含む輸出契約による輸出を除く。） 

（２）委託加工貿易契約により外国において加工するため本邦から輸出される貨物の輸出（昭和４１

年通商産業省告示第１７０号の一及び二に掲げる貨物を本邦に輸入する契約に基づく輸出並びに

別紙第１において貿易審査課又は野生動植物貿易審査室が輸出の承認を行うこととされている貨

物を含む輸出契約による輸出を除く。） 

１－２－２ 貿易審査課、農水産室又は野生動植物貿易審査室が輸出の承認事務を行う輸出 

（１）別紙第１において本省が輸出の承認事務を行うこととされている貨物の輸出 

（２）輸出令第２条第１項第二号に該当する輸出（本別表１－２－１の（２）に掲げる場合を除く。） 

２ 輸出承認証の訂正、変更、分割及び再交付 

輸出承認証の訂正、変更、分割及び再交付の申請の受付け及び事務の区分については、１に定

める輸出の承認の規定を準用する。 

３ 輸出の承認の事後審査 

輸出の承認の事後審査事務は、次の区分により行う。 

３－１ 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課の行う事後審査 

経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課は、それぞれ４に定める管轄区域ごとに別紙

第１の１に掲げる貨物の輸出について事後審査を行う。 

３－２ 貿易管理課の行う事後審査 

貿易管理課は、別紙第１の２から４までに掲げる貨物の輸出及び異例の輸出について事後審査

を行うとともにその総括に関する事務を行う。 

４ 管轄区域 

経済産業局又は沖縄総合事務局は、申請者の店舗又は営業所が次に掲げる区域内にあるものに

ついて、輸出承認等の事務を行う。 

（１） 関東経済産業局及び横浜通商事務所 

中部経済産業局          全国 

近畿経済産業局及び神戸通商事務所 

（２） 上記以外の経済産業局 経済産業省組織令第102条に掲げる管轄区域 

（３） 沖 縄 総 合 事 務 局 内閣府設置法第44条に掲げる管轄区域 



別紙第１ 

 

輸出令第２条第１項第一号から第一号の八までの規定に基づく別表第２に掲げる貨物及び北朝鮮を

仕向地とする貨物並びにベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に掲げる地域を

仕向地とする貨物（輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までの貨物に限る。）に係る承

認事務の取扱区分 

 

１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の承認を行う貨物 

（１）輸出令別表第２の３５の２の項（２）及び３８の項の中欄に掲げる貨物（２（２）に掲げるも

のを除く。） 

（２）輸出令別表第２の３６の項の中欄に掲げる貨物（２（２）に掲げるものを除く。）であって、

サボテン科のうちサボテン科全種、そてつ科のうちそてつ科全種（人工的に繁殖されたものに限

る。）、ゆり科のうちアロエ属全種、らん科のうちらん科全種（人工的に繁殖されたものに限

る。）及びさくらそう科のうちシクラメン属全種 

２ 貿易審査課において輸出の承認を行う貨物 

（１）輸出令別表第２の１、１９から２１の３まで、２５及び３５の項の中欄、３５の２の項（１）

並びに３５の３、３５の４、３５の５、４４及び４５の項の中欄に掲げる貿易審査課所掌の貨物

（上記１（１）に掲げるものを除く。） 

（２）北朝鮮を仕向地とする貨物並びにベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は輸出令別表第２の４に

掲げる地域を仕向地とする貨物（輸出令第２条第1項第一号の三から第一号の八までの貨物に限

る。） 

３ 農水産室において輸出の承認を行う貨物 

輸出令別表第２の３０及び３４の項の中欄並びに３５の２の項（１）並びに４５の項の中欄に

掲げる農水産室所掌の貨物（２（２）に掲げるものを除く。） 

４ 野生動植物貿易審査室において輸出の承認を行う貨物 

輸出令別表第２の３６、３７及び４３の項の中欄に掲げる野生動植物貿易審査室所掌の貨物

（上記１（２）及び２（２）に掲げるものを除く。） 

  



別表第３ 

輸出関係書類の記載要領 

 

１ 輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書（輸出令第２条第１項第二号に該

当する場合を除く。） 

１－０ 通則 

申請者は、輸出しようとする貨物が、次のいずれかに該当するときに所定の申請書を作成する。 

（１）輸出許可申請書の作成は、外為法第４８条第１項及び輸出令第１条第３項の規定に基づく輸出

令別表第１の貨物に該当する貨物の輸出の場合に行う。ただし、輸出契約の中の該当する品目に

限り行う。なお、（３）に該当する場合には、（３）に従うものとする。 

（２）輸出承認申請書の作成は、輸出令第２条第１項第一号の規定に基づく同令別表第２の貨物に該

当する貨物の輸出の場合に行う。ただし、輸出契約の中の該当する品目に限り行う。なお、品目

別輸出承認基準に別に定めがある場合は、当該定めるところにより行う。また、（３）に該当す

る場合には、（３）に従うものとする。 

（３）輸出許可・承認申請書の作成は、輸出契約の中に、（１）に基づく輸出許可と（２）に基づく

輸出承認が同時に存在する貨物の輸出の場合に行う。 

（４）輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書の記載事項が多い場合は、当該欄

に別紙に記載している旨を記入し、当該事項を記入した別紙を輸出許可申請書、輸出承認申請書

及び輸出許可・承認申請書にのり付けする。 

１－１ 「申請者氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄 

（１）「申請者氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄は、個人の場合は本人、法人の場合は代表権者

（代表権を委任された者を含む。）に限ることとする。 

（２）代理申請の場合には、輸出しようとする者の代理である旨を記載し、代理者が記名をする。 

例 （イ） ○○代理 

○○株式会社 

代表取締役     何        某   

（ロ）  ｏｎ ｂｅｈａｌｆ ｏｆ （ｐｒｉｎｃｉｐａｌ＇ｓ ｎａｍｅ） 

（Ａｇｅｎｔ＇ｓ ｎａｍｅ） 

１－２ 削除 

１－３ 「取引の明細」の「買主名」等の欄 

１－３－１ 「取引の明細」の「買主名」等の欄 

契約書に記載されている輸出の相手方の名称・住所を記載することとする。なお、買主と支払

人がそれぞれ異なる場合は、同欄に当該支払人を併記する。また、展示会への出展のように、輸

出をしようとする者が輸出先において自ら貨物を管理し、目的終了後に貨物を日本へ積み戻す場

合は、輸出をしようとする者を同欄に記載することとする。住所欄も同様に記載する。 

１－３－２ 「取引の明細」の「荷受人」の欄 

契約書に記載されている荷受人の名称・住所を記載する。ただし、これらを契約書で確認でき

ない場合は、実際の荷受けを行う者の名称・住所を記載する。なお、買主と同一である場合には、

「買主と同じ」と記載する。住所欄も同様に記載する。 

１－３－３ 「取引の明細」の「需要者」の欄（輸出承認申請書を除く。） 

貨物を費消し、又は加工する者であって、契約書に記載されている名称・住所を記載する。た

だし、これらを契約書で確認できない場合は、実際の貨物の使用者であって貨物の管理責任を負

える者の名称・住所（通常は本社）を記載する。この際、加工する者と費消する者が異なる場合

には、これらを併記することとし、費消する者を後ろに記載する。また、複数の需要者がいる場



合には、これらを列記することとするが、記載欄に書ききれない場合においては、「別紙」と記

載し、添付する別紙に列記する。 

なお、輸出時点から全く形状、性質が変更された物を費消し、又は加工する者は、ここでいう

需要者には該当しない。 

需要者が未定である場合には、「未定」と記載の上、需要者住所は空欄とする。 

なお、買主や荷受人と同一である場合には、「買主と同じ」、「荷受人と同じ」又は「買主・

荷受人と同じ」と記載する。住所欄も同様に記載する。 

また、需要者として貨物の所有者と使用者が異なる場合には、これらを列記することとする。

住所欄も同様に記載する。 

１－４ 「取引の明細」の「仕向地」の欄 

１－４－１ 「仕向地」の欄 

輸出貨物の最終陸揚港の属する国（又は領域、以下同じ。）を記載する。ただし、当該貨物が

当該国以外の国で消費又は加工されることが明らかな場合は、消費又は加工される国を記載し、

加工される国と消費される国とが異なることが明らかな場合は、消費される国を記載する。 

また、相当な理由があって、仕向地が確定していない場合（例えば、自由貿易港に一旦陸揚げ

された後、買主が商機をみて再輸出する場合等）には、次のように記載することができる。ただ

し、仕向地別に輸出の規制が行われている等の場合には、認められない。 

（例） （１） Ｕｎｋｎｏｗｎ （Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｆｒｅｅ Ｚｏｎｅ） 

 （２） Ｅｕｒｏｐｅ 

 （３） Ｅｎｇｌａｎｄ Ｇｅｒｍａｎｙ ｏｒ Ｆｒａｎｃｅ 

（注１） 船舶輸出の際の仕向地は、当該船舶の船籍国又は船籍を取得する予定の国とする。 

（注２） 輸出令別表第２の３５の２の項（１）に掲げる貨物を他の外国を経由して南緯６０度

の線以北の公海に輸出する場合にあっては、最終的に経由する国を仕向地とみなす。 

（注３） 台湾の英語表記の場合はＴＡＩＷＡＮとすること。 

１－４－２ 「経由地」の欄 

貨物が仕向地に至るまでに積み替え、又は陸揚げされる場所を経由地として記載する。 

（例） （１） 仕向地に直送される場合。 

Ｄｉｒｅｃｔ又は仕向地の国若しくは地域名 

 （２） 積み替えられる場合 

積み替えられる国又は地域名 

なお、数回積み替えられる場合は、積み替え順どおり列記する。 

また、陸揚げされた後、陸送されるときは、次の例による。（仕向地がＳｗｉｓ

ｓであってＧｅｎｏａで陸揚げされＺｕｒｉｃｈへ陸送されるとき） 

Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ Ｖｉａ Ｉｔａｌｙ 

１－５ 「取引の明細」の「商品内容明細」の欄 

１－５－１ 「商品名」の欄 

商品名は、一般的な用語をもって記載する。ただし、同一商品名で、信用状等に記載された名

称と異なる場合は、その名称をかっこ書にして記載する。 

１－５－２ 「型及び等級」の欄 

輸出数量、品質等について規制が行われている貨物については、審査に必要な性能、主要材料、

品質等を明記する。 

１－５－３ 「輸出貿易管理令」の欄 

輸出貨物が輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に該当する場合にあっては、当該項の番号及び

中欄の括弧の番号を記載する。また、輸出貨物が輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物に該当し、

かつ、当該貨物の仕向地が同表下欄に掲げる地域に該当する場合にあっては、当該項の番号及び



中欄の括弧の番号を記載すること。輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の八までの貨物に

該当する場合にあっては、貨物名称（輸出令別表第２の３に掲げる貨物の場合は貨物番号）を記

載すること。なお、２以上の貨物が同一の輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認

申請書に記載される場合には、該当する項の番号を全て記載する。 

１－５－４ 「数量」の欄 

輸出数量の規制品目に限り、計の項に記載する数字の直前及び直後に※印をつける。 

（例） ※１，０００※ 

なお、この場合の記載数量の訂正は認めない。 

１－５－５ 「価額」の欄 

（１）「価額」欄には、当該貨物の建値も併せて記載する。 

（２）金利等の記載について 

貨物代金に受取金利を含めて輸出契約をしているときは、原則として、「総額」欄及び「計」

欄には、その合計額を記載することとする。 

（３）輸出貨物代金から仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料、検量料及びその他の検査

手数料（以下「手数料等」という。）を差し引いて回収する場合には、原則として単価欄に差し

引く手数料等を記載し、かつ、「総額」欄の計に当該価額を記載する。 

したがって、「総額」欄の計には手数料等を差し引いた差額（回収する総額）を記載する。 

（例） 「単価」欄 「総額」欄 

FOB   £ 10，000，000.00 

Less agent Commission    (3%)     £ 300，000.00 

計     £  9，700，000.00 

（４）無為替輸出の場合は、当該貨物のＦＯＢ（ＦＯＢ以外の建値の場合は、当該建値。以下（５）

において同じ。）価格を「価額」欄に記載する。 

なお、ＦＯＢ価格の算出は、当該貨物を国内において対価を支払って取得したときはその額

に、対価を支払っていないときは当該貨物の時価に、輸入された貨物のときは輸入許可された価

額に、それぞれ船積みまでに要した経費を加えた額により行う。 

（５）一部無為替輸出の場合は、「価額」欄に当該無為替輸出に係る商品の価額を記載する。 

１－５－６ 「数量及び総額の増加の記入」の欄 

（１）数量及び総額の増加が予想される場合は、その増加率を記入し、その必要のない場合は、×

印を記入する。 

（２）数量の増加の計算は、輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書に記載され

ている数量の未通関のものを基準として行い、増加率は、２以上の貨物が当該申請書の商品名欄

に併記されている場合は、各貨物にその増加率が適用される。 

（注）この欄は、単価の変更には適用されない。 

２ 委託加工貿易契約による輸出承認申請書 

２－０ 通則 

（１）輸出承認申請書作成は、契約全体について行う。 

（２）輸出承認申請書の記載事項が多い場合は、当該欄に別紙に記載している旨を記入し、当該事項

を記入した別紙を輸出承認申請書にのり付けする。 

２－１ 「申請者氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄 

申請者は委託者とし、１－１に準じて記載する。 

２－２ 「契約の相手方」の欄 

受託者を記載する。なお、受託者と荷受人が異なる場合には、同欄に委託者及び荷受人を併記

する。 

２－３ 「輸出」の欄及び「輸入」の欄  



２－３－１ 「仕向地」の欄 

１－４－１に準じて記載する。 

２－３－２ 「商品名」の欄 

１－５－１に準じて記載する。 

２－３－３ 「価額」の欄 

当該契約の建値を記載する。 

２－３－４ 「時期」の欄 

輸出の船積の最終年月及び輸入通関の最終年月を記載する。 

２－３－５ 「数量及び総額の増加の記入」の欄 

１－５－６に準じて記載する。 

２－４ 「加工」の欄 

２－４－１ 「加工内容」の欄 

輸出規則第３条に規定する加工の区分に従い、該当するものを記入する。 

２－４－２ 「加工賃単価」及び「総額」の欄 

（１）「加工賃単価」の欄 

契約上特に定められている場合を除き、記載することを要しない。 

（２）「総額」の欄 

輸出貨物代金と輸入貨物代金の差額を記載する。 

２－４－３ 「加工賃として引き渡す商品内容明細」の欄 

加工賃の一部若しくは全部の支払いに代えて当該原材料（副資材を含む。以下同じ。）と同種

の原材料若しくは当該加工製品を引き渡すときは、その内容を２－３ に準じて記載する。 

２－５ 「備考」の欄 

その他当該契約に係る参考事項を記載する。 

３ 申請理由書 

申請理由書には、輸出することとなった貨物の申請理由及び必要に応じ以下の内容について記

載することとする。 

３－１ 輸出令第２条第１項第２号に係る申請の場合 

この場合にあっては、申請理由書に委託加工貿易を行うこととなった理由及び輸入される貨物

の数量・価額・品質等が妥当であり、国内市場に悪影響を及ぼさないことの説明を記述すること。 

３－２ 輸出令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物及び同令別表第３の３に掲げる貨物に係る申

請の場合 

この場合にあっては、申請理由書に当該貨物の具体的内容及び輸出することとなった経緯を記

述すること。ただし、「輸出貿易管理令の運用について」１－１（輸出の許可）の（２）の（ハ）

の（ａ）で輸出許可・役務（プログラム）取引許可申請内容明細書を提出することとなっている

場合は、この限りではない。 

３－３ 上記３－１及び３－２以外の申請の場合であって、輸出許可申請書、輸出承認申請書又は

輸出許可・承認申請書の記載事項のみでは申請の内容等が必ずしも明らかでないと思われる

とき。 

 

  



別表第４ 

輸出関係書類の訂正又は変更 

 

１ 輸出関係書類の訂正又は変更 

輸出許可証及び輸出承認証（以下これらの書類を「輸出関係書類」と総称する｡）の内容訂正又

は変更の必要が生じたときは、以下に定めるところにより訂正又は変更を行う。 

２ 税関の輸出許可前における輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更 

２－１ 申請先 

輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更の申請の受付け、許可及び承認は、次の区分により

行う 

（１）当該輸出許可証又は輸出承認証に係る許可又は承認を行った機関が本別表２－２に掲げる書類

の提出を求めて行う。ただし、訂正又は変更を必要とする事項が当該許可又は承認を行った機関

において処理することができない事項に係る場合は、別表第１及び別表第２に定める輸出許可事

務及び輸出承認事務の取扱区分に従い経済産業省（輸出貿易管理令第１２条第二号の規定に基づ

く税関長に対する経済産業大臣の権限の委任について（昭和６２年１１月１０日付け６２貿第４

３１３号輸出注意事項６２第２１号）に定める範囲の事項については、税関長）において行う。 

（２）船積期限の切迫等の特別な事情がある場合には、輸出許可証又は輸出承認証については、軽易

な事項に限り、当該許可又は承認を行った本省又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局（又は税

関）に連絡し、他の経済産業局又は沖縄総合事務局（又は他の税関）において、それぞれ訂正又

は変更を行うことができる。 

２－２ 提出書類 

（１） 別紙様式による輸出内容等訂正（変更）願   ２通 

輸出許可証又は輸出承認証の原本及びその写し １通 

訂正又は変更を要することを証する書類    １通 

（２）輸出許可証を取得した後に承認事項に該当することになった場合又は輸出承認証を取得した後

に輸出許可事項に該当することとなった場合等の訂正又は変更の申請についての取扱いは次によ

る。 

（イ）輸出許可証を取得した後に輸出の承認の申請が必要となる場合 

（例）外為法第４８条第１項に基づき取得した輸出許可証の「商品名」欄に記載されている「貨

物」が、別表第２に該当することとなり、輸出令第２条第１項第一号に基づき輸出承認証の

取得が必要とされる場合 

（ａ）「原許可・原承認内容」欄 

この輸出許可申請は、外国為替及び外国貿易法第48条第１項の規定により許可する。 

（ｂ）「訂正（変更）の内容」欄 

○この輸出許可申請は、外国為替及び外国貿易法第４８条第１項の規定により許可する。 

○この輸出承認申請は、輸出貿易管理令第２条第１項第一号の規定により承認する。 

（ロ）輸出承認証を取得した後に、輸出の許可の申請が必要となる場合 

（例）輸出令第２条第１項第一号に基づき輸出承認証を取得した後、当該貨物が別表第１に該当

することとなり、外為法第４８条第１項の輸出の許可が必要とされる場合 

（ａ）「原許可・原承認の内容」欄 

この輸出承認申請は、輸出貿易管理令第２条第１項第一号の規定により承認する。 

（ｂ）「訂正（変更）の内容」欄 

○この輸出承認申請は、輸出貿易管理令第２条第１項第一号の規定により承認する。 

○この輸出の許可申請は、外為法第４８条第１項の規定により許可する。 



（ハ）上記（イ）又は（ロ）に該当する場合のほか、輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更

の必要が生じた場合には、上記に準じて行うものとする。 

２－３ 申請の処理 

輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更の申請を受け付けた機関は、提出された書類の内容

が正確であることを確認した上、輸出の許可又は承認の事務に準じて、処理するものとする。 

２－４ 税関における輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更 

税関は、上記の規定にかかわらず、次の事項について、当該輸出許可証又は輸出承認証（書面

により交付された場合に限る。）に直接訂正又は変更を行うことができる。ただし、電子情報処

理組織を通じて交付された輸出許可証又は輸出承認証にあっては、この適用を受けない。 

（１）ミスタイプ、誤記（計算上の簡単な誤記を含む。）又は記載もれの訂正 

（２）輸出貨物代金の端数調整のための訂正 

（３）運賃、保険料の変更に伴う訂正 

３ 税関の輸出許可後における輸出関係書類の訂正又は変更 

３－１ 輸出関係書類の税関の輸出許可後における訂正又は変更 

輸出関係書類の税関の輸出許可後における訂正又は変更は、本別表３－２によるものを除き､認

めないものとする。 

ただし、外為法第６７条第１項の規定により輸出の許可又は承認に付された条件の変更は、当

該輸出の許可又は承認に付された条件が輸出又は輸入の履行期間に係るものである場合であって、

当該履行期限を経過したときを除き、認めることがある。 

３－２ 税関の輸出許可後における委託加工貿易契約に係る輸出承認証の訂正又は変更 

（１）税関の輸出許可後における委託加工貿易契約に係る輸出承認証の訂正又は変更の必要が生じた

ときは、経済産業大臣の承認を受けて訂正又は変更することができる。 

（２）（１）の経済産業大臣の承認は､本別表２－１に定める機関が次に掲げる書類の提出を求めて

行うものとする。 

別紙様式による輸出内容等訂正（変更）願   ２通 

輸出承認証 原本及びその写し        １通 

訂正又は変更を必要とすることを証する書類  １通 

  



別紙様式 

 

輸 出 内 容 等 訂 正（変 更）願 

 

経 済 産 業 大 臣 

      税関長 殿 

 

申 請 者 

    氏 名 又 は 名 称                            

    及び代表者の氏名                                                      申請年月日           

    住        所                                                      電 話 番 号           

 

 

次の            の訂正又は変更を申請します。 

 

原許可、原承認の内容 訂正（変更）の内容 

 

理  由                                                        

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

※ 許可・承認又は不許可・不承認 

 

許可する。 

許可しない。 

承認する。 

承認しない 

                               経済産業大臣又は税関長の記名押印 

日  付                

資  格                

記名押印                

注（１）※印の欄は、記入しないで下さい。 

    （２）用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 

  

原許可又は承認番号            

 

この申請は 

輸出許可証 
 
輸出承認証 



別表第５ 

輸出許可証及び輸出承認証の分割 

 

１ 輸出許可証及び輸出承認証の分割の申請の受付け 

（１）輸出許可証及び日米物品役務相互提供協定に係る包括輸出許可・承認証（以下「輸出許可証」

という。）の分割の申請の受付けは、当該輸出の許可を行った安全保障貿易審査課又は経済産業

局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課が分割用の輸出（許可・承認）申請書（以下「分割

用申請書」という。）２通、輸出許可証（以下「原許可証等」という。）及び理由書１通の提出

を求めて行うものとする。 

（２）輸出承認証及び輸出許可・承認証（日米物品役務相互提供協定に係る包括輸出許可・承認証を

除く。以下「輸出承認証」という。）の分割の申請の受付けは、当該輸出の承認を行った貿易審

査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸

出担当課が分割用申請書２通、輸出承認証（以下「原承認証等」という。）及び理由書１通の提

出を求めて行うものとする。 

２ 分割の方法 

分割用申請書を受けた安全保障貿易審査課、貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審

査室又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課は、提出された書類の内容が、正

確であることを確認した上、輸出の許可又は承認の事務に準じて処理するものとする。この場合、

分割用申請書に原許可証等又は原承認証等に係る許可又は承認の番号及び日付と同一の番号及び

日付を記入し、空白に分割用輸出許可証、分割用輸出承認証又は分割用輸出許可・承認証（以下

「分割用輸出許可・承認証等」という。）である旨を明記し、（１）の条件を付けるとともに、

原許可証等又は原承認証等に（２）の条件を付けて分割用申請書１通を分割用輸出許可・承認証

等として原許可証等又は原承認証等とともに輸出者に交付する。 

（１）分割用輸出許可・承認証等の条件欄 

「この（分割用輸出許可証、分割用輸出承認証、分割用輸出許可・承認証）は、  を輸出

する場合に使用しなければならない。」 

（２）原許可証等又は原承認証等の条件欄 

「この（輸出許可証、輸出承認証）は、  を輸出する場合に使用しなければならない。な

お、残りの   は、（分割用輸出許可証、分割用輸出承認証、分割用輸出許可・承認証）によ

り輸出しなければならない。」 

（注）上記（１）及び（２）の空白には、分割用輸出許可・承認証等により輸出する商品名、数

量及び金額を記入する。 

  



別表第６ 

輸出許可証、輸出承認証及び輸出許可・承認証の再交付 

 

１ 輸出許可証及び輸出承認証の再交付の申請の受付け 

（１）輸出許可証を紛失した場合の再交付の申請の受付けは、当該輸出の許可を行った安全保障貿易

審査課又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課が、再交付用の輸出許可申請書

２通、紛失した輸出許可証の写し２通及び理由書１通の提出を求めて行うものとする。 

（２）輸出承認証及び輸出許可・承認証を紛失した場合の再交付の申請の受付けは、当該輸出の承認

を行った貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室又は経済産業局若しくは沖縄総合

事務局の商品輸出担当課が、再交付用の輸出承認申請書又は輸出許可・承認申請書２通、紛失し

た輸出承認証又は輸出許可・承認証の写し２通及び理由書１通の提出を求めて行うものとする。 

２ 失効公告 

（１）再交付の申請を受け付けた経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課は、失効公告依頼

書（別紙様式１）及び紛失した輸出許可証の写し１通を安全保障貿易審査課に提出し、失効公告

を依頼するものとする。 

（２）安全保障貿易審査課は上記１の（１）の申請の受付け又は（１）の依頼を受け付けたときは、

通商弘報を通じ、別紙様式２により失効公告を行うものとする。 

（３）貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局

の商品輸出担当課は上記１の（２）の申請を受け付けたときは、通商弘報を通じ、別紙様式２に

より失効公告を行うものとする。 

３ 再交付 

安全保障貿易審査課、貿易審査課、農水産室若しくは野生動植物貿易審査室又は経済産業局若

しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課は、通商弘報に失効公告が行われたこと及び提出された

再交付用の輸出許可申請書、輸出承認申請書又は輸出許可・承認申請書（以下「再交付用申請書」

という。）の内容が正確であることを確認した上、輸出の許可及び承認事務に準じて処理するも

のとする。 

この場合、再交付用申請書の許可番号、原許可番号又は承認番号、原承認番号の末尾に「Ｒ」

の記号を付し、その申請書の右上空白に再交付である旨を明記して、１通を輸出許可証、輸出承

認証又は輸出許可・承認証として申請者に交付する。 

  



別紙様式１ 

年  月  日  

貿易経済安全保障局貿易管理部 

安全保障貿易審査課長宛て              

局   課（所）長 

 

 
 輸出許可証の失効公告依頼について 

上記の件について、下記内容の輸出許可証を紛失した旨届出があり、再交付の申請があっ

たので失効公告について掲載方お願いします。 

 

記 

 

１． 許可番号 

   許可年月日 

２．申請者名 

３．仕向地 

４．商品名 

 

別紙様式２ 

年  月  日  

 

貿易経済安全保障局貿易管理部又は 

経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課 

 

 輸出許可証 

輸出承認証 
の無効通知について 

 

 

下記内容の        は  年  月  日をもって無効とし、再交付することと 

 

したのでお知らせします。 

 

記 

１． 許可番号 

    許可年月日 

    承認番号 

    承認年月日 

２．申請者名 

３．仕向地 

４．商品名 

  

輸出許可証 

輸出承認証       



別表第７ 

輸出確認書(キンバリー・プロセス証明書)の再交付 

 

１ 輸出確認書の再交付の申請の受付け 

輸出確認書を紛失した場合の再交付の申請受付けは、貿易審査課が、輸出承認証１通、再交付

用の輸出確認書２通、理由書１通及びその事実を証する書類１通の提出を求めて行うものとする。 

２ 再交付 

貿易審査課は、再交付用の輸出確認書の内容が正確であることを確認のうえ、当該確認書のCer

tifi-cation Number欄の末尾に「Ｒ」の記号を付した原証明書番号を記入し、右上余白に「Reiss

ue」と明記し、そのうち１通を申請者に交付するものとする。 

 


